
（平成２２年１２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 41 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 32 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 62 件

国民年金関係 34 件

厚生年金関係 28 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 5195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62年 10月から平成元年 11月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から平成元年 11月まで 

    昭和 58 年７月頃、学生の国民年金加入は任意であったため、私は未加入

だった。平成元年 11 月に、海外留学中だった私の代わりに、母がＡ市役所

から呼び出され、国民年金の制度についての説明を受けた。そこで母は、国

民年金に加入しなければならないこと、遡って未納となっている国民年金保

険料を全額納付する必要があることを聞き、すぐに一括で納付したにもかか

わらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

申立期間を国民年金保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年 11 月に、申立人の母親が、Ａ市から、国民年金に加入

しなければならないこと、及び未納とされている国民年金保険料も遡って全額

納付する必要があるとの説明を受け、申立期間の保険料を遡って一括納付した

と申し立てている。 

そこで、オンライン記録を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立

人の前後の手帳記号番号の被保険者の記録から、申立てのとおり、平成元年

11月頃に払い出されていることが推認できる。 

一方、オンライン記録において、申立人の資格取得日は平成元年 12 月１日

と記録されていることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、国民年金

保険料を納付することはできない。 

しかし、オンライン記録の変更歴を見ると、当該資格取得日は、平成２年３

月に変更されたものであり、当初は、昭和 58年７月 21日と記録されていたこ

とが確認できる上、申立人が所持する年金手帳を見ても、申立人の資格取得日



は同日と記載されていることから、申立人は、国民年金加入当時、申立期間の

うち、時効到来前の期間である 62年 10月から平成元年 11月までの国民年金

保険料については、納付が可能であったと考えられる。 

また、申立人の母親が、Ａ市の説明を受けて申立人の加入手続を行い国民年

金保険料を納付したとする陳述は具体的であるところ、申立期間当時のＡ市職

員は、申立期間当時、地区ごとに公民館等で説明会及び相談会を開催していた

と陳述しており、申立人の母親の陳述と符合する。 

さらに、オンライン記録により、申立人の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付したとする申立人の母親は、被保険者資格を取得した昭和

37 年４月から 60 歳到達までの 33 年余りの保険料を全て納付していることが

確認でき、納付意識の高さがうかがえるところ、申立期間当時、Ａ市は、加入

時点で未納となっている現年度保険料の納付書を、日本年金機構Ｂ事務センタ

ーは、同様に過年度保険料の納付書を、いずれも発行していたとしていること

から、同人が申立人に係る加入手続を行った際、未納保険料を遡って納付する

必要があると説明を受け、時効到来前の期間の現年度及び過年度保険料の納付

書の交付を受けたにもかかわらず、保険料を納付しなかったとは考え難い。 

一方、申立人に係る国民年金の加入手続が行われたと推認される平成元年

11 月時点において、申立期間のうち昭和 62 年９月以前の国民年金保険料は、

時効により、制度上、納付することができない。 

また、申立期間の国民年金保険料の総額は 50 万円を超える金額となるが、

申立人の母親は、一括納付した保険料額は覚えていないとしているものの、50

万円もの保険料を納付した記憶はないとしている。 

さらに、申立人が、申立期間のうち昭和 62 年９月以前の国民年金保険料を

納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、

オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国

民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認したが、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

このほか、申立人が、申立期間のうち、昭和 58年７月から 62年９月までの

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料は無く、申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 62年 10月から平成元年 11月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



大阪国民年金 事案 5196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年１月及び同年２月 

私が平成２年 12 月に会社を退職した後、３年１月に妻が市役所で夫婦の

国民年金の種別変更手続及び国民健康保険の加入手続を行い、保険料も納付

した。妻は夫婦の保険料を一緒に納付しており、片方のみ納付することはあ

り得ないのに、申立期間の国民年金保険料が妻のみ納付済みとされているこ

とに納得できないので記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻が夫婦の国民年金関係の各種手続及び国民年金保険料

の納付を行っていたと申し立てている。 

そこで、オンライン記録を見ると、申立人の妻は、昭和 62年 11月の結婚後、

申立人の厚生年金保険の資格得喪の都度、的確に国民年金被保険者の種別変更

手続を行うとともに国民年金保険料を納付している上、申立人自身も、申立期

間前(結婚前)における国民年金被保険者期間の保険料を現年度納付している

ことが確認でき、申立人及びその妻の年金制度への理解の深さ及び納付意識の

高さがうかがえる。 

また、申立人の妻は、「平成３年１月にＡ市役所で夫婦の国民年金及び国民

健康保険の手続を行い、保険料を納付した。」と陳述しているところ、申立人

の妻の国民年金の住所変更届が平成３年１月 17 日に提出されていること、並

びに申立人及びその妻の国民健康保険加入期間が同年１月１日から同年３月

15 日までであることがオンライン記録及びＡ市の記録から確認できる上、日

本年金機構は「申立人の妻に係る平成３年１月及び同年２月の国民年金保険料

は、同年３月５日にＡ市役所で納付されたと考えられる。」としており、いず

れも申立内容と符合する。 



さらに、申立期間の申立人の妻の国民年金保険料は納付済みであることから、

申立人が平成２年 12 月に会社を退職した際、納付意識の高い申立人の妻は、

自らが国民年金の第３号被保険者から第１号被保険者となることを認識して、

役所で夫婦共に種別変更手続を行い、保険料を納付したものと考えるのが自然

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 5197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの期間及び同年 10 月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年１月から同年３月まで 

② 昭和 51年 10月から同年 12月まで 

私は、申立期間①及び②の国民年金保険料は、納期限内に金融機関で、納

付書により納付したと思う。 

申立期間①及び②の頃は、私が最も高い給料を受けていた頃であり、手取

り額で月給が 25 万円ぐらい、賞与が２回あり、１回につき月給１か月分以

上の額が支給されていた。 

私は、当時、欠かさず納期限内に国民年金保険料を納付していたと思うの

で、申立期間①及び②が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立人は、昭和 50 年

４月から同年 12月までの国民年金保険料を同年 12月 27日に、51年４月から

同年９月までの保険料を同年８月 12 日に現年度納付していることが確認でき、

申立人は、Ａ市から送付された昭和 50 年度及び 51 年度の納付書を使用して、

申立期間①及び②の保険料を現年度納付することが可能であった。 

また、申立期間①及び②はいずれも３か月と短期間である上、申立人は申立

期間①及び②当時、職業及び住所に異動がなく、生活状況に大きな変化は認め

られないことから、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を現年度納付

しなかったと考えるのは不自然である。 

さらに、申立人に係る特殊台帳を見ると、申立期間①及び②について催告が

行われた事跡が見当たらないことから、申立期間①及び②は昭和 52 年度及び

53年度時点において納付済みであった可能性も考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 5198 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年５月から 58年３月まで 

             ② 昭和 59年７月から同年９月まで 

 Ａ市長が国民年金保険料を支払うように呼びかけていたのをきっかけに、

昭和 53年５月に国民年金の加入手続を行った。 

申立期間①及び②の国民年金保険料は私が納付したが、具体的なことは

覚えていない。また、これまで過去に遡って保険料を納付したことがあるか

どうかについても記憶していない。 

申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す資料は無く、

当時委託していた税理士も病気のため話が聞ける状態にない。 

申立期間①及び②当時はＢ市で自営しており、収入は十分あった。 

私は納付意識が高く、納付しなければいけないものは全て納付してきた

はずなので、申立期間①及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間②について、申立人に係るＢ市の国民年金被保険者検認台帳を見る

と、申立人は、申立期間②直前の昭和 59 年４月から同年６月までの国民年金

保険料を現年度納付していることが確認でき、申立人は、Ｂ市から送付された

昭和 59 年度の納付書を使用して、申立期間②の保険料を現年度納付すること

が可能であった。 

また、申立期間②は３か月と短期間である上、前後の期間は納付済みである

ところ、申立人は申立期間②当時、職業及び住所に異動がなく、生活状況に大

きな変化は認められないことから、申立人が申立期間②の国民年金保険料を現

年度納付しなかったと考えるのは不自然である。 



さらに、申立人に係る特殊台帳を見ると、申立期間②について催告が行われ

た事跡が見当たらないことから、申立期間②は昭和 59 年度時点において納付

済みであった可能性が高い。 

申立期間①について、申立人は昭和 53 年５月にＡ市で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 59 年２

月 10 日にＢ市で国民年金手帳記号番号を払い出されていることが国民年金手

帳記号番号払出簿から確認でき、申立内容と符合しない。また、手帳記号番号

の払出時点において、申立人は、申立期間①のうち、昭和 53 年５月から 56

年 12月までの国民年金保険料を、時効により制度上納付できず、57年１月か

ら 58 年３月までの保険料については過年度納付が可能であるが、申立人は保

険料の納付に関して具体的な記憶がなく納付状況が確認できない。 

さらに、申立人が申立期間①のうち、昭和 53 年５月から 56 年 12月までの

国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳記号番号の払出し

について、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地

における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て視認したが、53 年６月に

職権で払い出され、住所異動後等の理由により資格が取り消されたと考えられ

る手帳記号番号（台帳廃棄済み）以外には、申立人に対して別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 59 年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 5199 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13年 10月から 14年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年 10月から 14年３月まで 

時期は覚えていないが、元妻が国民年金の加入手続をしてくれたと思う。

はっきりとは覚えていないが、離婚して４か月から５か月経過したときから、

私が自宅近くのコンビニエンスストアで国民年金保険料を毎月納付してい

た。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、元妻が国民年金の加入手続を行い、離婚して４か月から５か月経

過したときからは、申立人が国民年金保険料を毎月納付していたと申し立てて

いる。 

   そこで、申立人の国民年金の資格に関する記録を見ると、オンライン記録か

ら平成 12年５月 22日に基礎年金番号が付番されていることが確認できる上、

Ａ市の「国民年金（履歴）」の記録から、同年１月５日に国民年金の加入届出

を行い、昭和 46年 10 月 21日まで遡って被保険者資格を取得していることが

確認できる。また、加入届出後、国民年金保険料を平成 10 年４月まで遡って

納付していることが確認できるところ、申立人には厚生年金保険の加入期間が

161か月あり、今後、70歳まで保険料を納付することによって保険料の納付期

間が 141か月となり、厚生年金保険と国民年金の合計期間が 302か月となって

受給権が確保できる状況であったことが分かる。 

   さらに、申立人は、平成 15 年３月の国民年金保険料を同年５月６日に過年

度納付していることがオンライン記録から確認できる。この納付時点において、

申立期間の保険料を過年度納付することが可能であった上、今後の納付状況に



よっては 25 年（300 月）の年金受給資格期間が満たせない可能性があった申

立人が、納付が可能であった申立期間の保険料を過年度納付せずに、その後の

期間の保険料を過年度納付したとするのは不自然であり、申立期間の保険料は

納付していたと考えるのが相当である。 

   加えて、申立期間は６か月と短期間である上、平成 10 年４月以降は申立期

間の国民年金保険料を除き、国民年金加入期間の保険料を 70 歳まで納付し、

その間に数回の過年度納付を行っていることが確認できることから、年金受給

資格を満たすことへの申立人の意欲がうかがえる。 

   このほか、65 歳からの特例の高齢任意加入については、65 歳時点で年金の

受給資格を満たしていない者のみが加入でき、加入手続時に今後 70 歳まで国

民年金保険料を納付することにより、受給資格が確保できるかどうかの確認を

行うことになっていることを踏まえると、社会保険事務所（当時）は、65 歳

の加入手続時点で申立人の申立期間の保険料を納付済みとして把握していた

可能性が考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



大阪国民年金 事案 5200 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 11月から 46年３月まで 

             ② 昭和 55年１月から同年３月まで   

    私は、母から国民年金の加入手続をしたと聞いていた。また、店に来てい

た集金人に母が国民年金保険料を納付しているのを見ていたので、私の保険

料を納めていないとか、途中､納めていないところがあるということは考え

られない。 

申立期間が未納とされていることは納得できないので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納

付を行っていたと申し立てている。 

そこで、申立人及びその両親の国民年金保険料の納付に関する記録を見る

と、オンライン記録から、申立人は昭和 46年４月以降の保険料を申立期間②

を除き 60歳まで納付していることが確認できるとともに、申立人の両親も保

険料を完納していることが確認でき、申立人及びその両親の納付意識の高さ

がうかがえる。 

また、申立期間②は３か月と短期間であり、前後の国民年金保険料は現年

度納付されている上、申立期間の前後を通じて住所の変更は無く、生活状況

も安定していたと陳述しており、申立期間②の保険料も納付していたとみる

のが自然である。 

さらに、申立人の国民年金保険料の納付状況をみると、特殊台帳から、昭

和 50年１月から同年３月までの保険料について、未納保険料に係る納付催告

が行われ、同年 12月に当該保険料を過年度納付していることが確認できる上、



申立期間②の保険料に対しても、未納保険料に係る納付催告が行われている

ことが確認できることから、申立期間②の保険料についても過年度納付を行

ったと考えるのが相当である。 

一方、申立期間①について、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、

国民年金手帳記号番号払出簿から、昭和 46年８月に申立人とその両親の国民

年金手帳記号番号が連番で払い出されていることが確認できる上、申立人の

所持する国民年金手帳の発行日も同年８月となっていることから、この頃に

加入手続を行ったものと推定される。 

また、申立人の母親に係るＡ市の国民年金被保険者名簿から、母親は昭和

36 年４月までの国民年金保険料を遡って特例納付及び過年度納付しているこ

とが確認できるが、申立人に係る同市の国民年金被保険者名簿及び特殊台帳

には、申立期間①についての特例納付及び過年度納付の記録は無く、昭和 46

年度から納付済みの記録となっている。このことについて、申立人及びその

母親の納付状況をみると、母親は、国民年金の加入手続を行った時点で、遡

って保険料を納付しなければ国民年金の受給権が確保できなかったのに対し

て、申立人は、当時、24 歳であり保険料を遡って納付する必要はなかったこ

とが分かる。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておら

ず、これらを行ったとする申立人の母親は既に亡くなっており、当時の事情

は不明である。 

加えて、申立期間①の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年

金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番

号払出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 



大阪国民年金 事案 5201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年２月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54年８月から 55年１月まで 

② 昭和 55年２月 

③ 昭和 55年３月から 57年３月まで 

    私は結婚のため、昭和 54 年８月に会社を辞めたが、すぐ上の姉から、将

来のために未納分を納めた方が良いと言われたので、時期は正確には覚えて

いないが、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、会社を辞めた以降の期間

である申立期間①、②及び③の保険料を計算してもらい、納付時期は正確に

は覚えていないし、金額も 10 万円以上としか覚えていないが、窓口で一括

して現金を納付した。その後、郵送された納付書でも同じ期間について納め

たので重複して納付した。 

    しかし、申立期間②については、未加入期間とされており、これを納付済

期間と訂正してほしい。 

また、申立期間①、②及び③については、還付の書類を書いた記憶はな

く、還付も受けていないので、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を還

付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、申立人が所持する昭和 54 年度の領収証書によると、

申立期間②を含む昭和 54年８月から 55年３月までの国民年金保険料が、同年

３月 24日に一旦納付されていることが確認できる。 

また、申立人に係る特殊台帳によると、申立期間②について、国民年金保険

料が還付された旨の記録が認められるが、申立人に係る戸籍及び特殊台帳によ

ると、申立人は婚姻届と同日の昭和 55 年３月＊日に任意加入被保険者として



加入手続を行ったことが確認でき、申立期間②については、制度上、強制加入

被保険者期間とすべき期間である上、申立人が所持する昭和 54 年度の領収証

書によると、Ａ市においても申立期間②については強制加入被保険者期間とみ

なされていたものと推認され、事実と異なる期間について、還付手続が行われ

たことが認められることから、申立期間②については、保険料の納付済期間と

することが妥当である。 

一方、申立期間①、②及び③について、申立人は、国民年金の加入手続を行

うと同時に、10 万円以上の国民年金保険料を窓口で納付した上、後日郵送さ

れた納付書でも当該期間の保険料を重複して納付したと主張しているが、Ａ市

によると、申立期間当時、加入手続時においては手書きによる納付書は発行せ

ず、後日電算出力した納付書を郵送していたので、窓口で現金は収納していな

かったとしており、申立内容とは一致しない。 

また、申立人が、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を重複して納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間

の保険料を重複納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 55年２月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 5202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 11年 12月及び 12年１月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 10月から 62年４月まで 

   ② 昭和 63年 12月から平成１年６月まで 

   ③ 平成 11年 12月及び 12年１月 

    私は、昭和 61年 10月にＡ社を退職してすぐに、Ｂ市のハローワークへ行

った後、Ｃ市役所へ出向き、国民健康保険と一緒に国民年金の加入手続を行

った。住民票については、実家のＣ市に置いたままにして、Ｄ市Ｅ区に住ん

でいたので、申立期間①の国民年金保険料は、Ｃ市の実家に送られてくる納

付書で、Ｅ区内の郵便局又は銀行で納付していた。 

また、その後に再就職したＦ社に勤務している期間中に住民票をＥ区に異

動したが、昭和 63年 12月に同社を退職したときには、同区で国民年金の加

入手続を行った記憶はない。しかし、申立期間②の国民年金保険料は、同様

に同区内の郵便局又は銀行で納付していたように思う。 

さらに、私は、Ｇ社に再就職し、実家のＣ市に住民票を異動した後、同社

を退職した平成 10 年３月から、同市において、最初に 1 年分ぐらいの国民

年金保険料をまとめて納付して以降は、数か月分ずつ納付していたように記

憶している。その後、12年１月に Ｈ市へ転居することになり、当時は引っ

越し準備などで忙しく、保険料を納付できなかったが、転居してからは、毎

月、月末に同市の公民館で保険料を納付し、途中から口座振替に切り替えた。 

Ｈ市に転居後、数か月が経過した頃、社会保険事務所(当時)から電話があ

り、そのとき、職員から申立期間③の２か月分の国民年金保険料が未納であ

ることを教えられ、この保険料を納付した場合、将来もらえる年金額が増え

るということであったので、すぐにＩ市内の社会保険事務所まで出向いて、

窓口で２万数千円の保険料を現金で納付し、その場で手書きの領収証書を受



け取ったことをはっきりと覚えている。 

申立期間がそれぞれ未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61年 10月にＡ社を退職後、Ｃ市役所へ出向き、国民健康保

険と一緒に国民年金の加入手続を行ったと申し立てている。 

 そこで、申立人のオンライン記録を見ると、平成 10 年４月 24 日になって、

申立期間①及び②を国民年金被保険者期間として遡って記録が追加されたこ

とが確認できる。また、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録(１)」

欄を見ると、当該期間に係る被保険者の資格得喪記録を含めて、申立人がＧ社

を退職し、厚生年金保険被保険者の資格を喪失した同年３月１日に国民年金被

保険者の資格を再取得したことが同一の筆跡でまとめて記載され、それぞれに

同じ「Ｃ市」のゴム印が押されていることが確認できる上、同市の国民年金被

保険者台帳では、申立期間①及び②に係る被保険者の資格得喪記録については、

いずれも同年３月 16 日に記載したことを示す日付印が確認できることなどか

ら、申立人に係る国民年金の加入手続は、この頃に、同市役所において初めて

行われたものとみるのが自然である。この場合、申立期間①及び②は、当該加

入手続が行われるまで、記録の上では国民年金の未加入期間であるとともに、

加入手続が行われた時点において、制度上、時効により国民年金保険料を納付

することができない期間であるものと考えられる。 

また、基礎年金番号が導入された平成９年１月において、申立人の基礎年金

番号は、厚生年金保険被保険者記号番号が設定されていることから、申立人が

申立期間①及び②の国民年金保険料を納付するためには、それ以前に国民年金

手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録により各種の氏名

検索を行ったが、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらないほか、申立人の年金手帳を見ても、国民

年金手帳記号番号欄は空白となっている。 

さらに、申立人が申立期間①及び②について国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

一方、申立期間③については、基礎年金番号が導入された平成９年１月以降

の期間であり、収納事務の機械化等により記録管理の強化が図られていること

を踏まえると、記録の過誤は考え難いところである。 

しかしながら、申立人が国民年金の加入手続を行ったとみられる平成 10 年

３月 16 日に同年３月の国民年金保険料を納付して以降のＣ市における納付状

況、及び 12 年１月にＨ市に転居後の同市における納付状況は、申立人のオン

ライン記録と申立人の記憶する納付状況とが一致するほか、申立人が保険料の

納付を開始して以降は、申立期間③を除き、全て現年度により保険料を納付し



ている。したがって、申立人が社会保険事務所まで出向いて納付したとする申

立期間③の保険料は、社会保険事務所で納付する過年度保険料である可能性が

高く、同市に転居当時の住所地を管轄するＪ社会保険事務所（当時）では、電

話による納付督励が行われており、窓口で保険料を受領すると手書き領収証書

を発行していたことが当時の職員の証言により確認できるほか、申立人が社会

保険事務所で納付したとする保険料の納付金額は、申立期間③の保険料額とほ

ぼ一致することなどから、２か月間と短期間である当該期間の保険料について

は、納付していたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成 11年 12月及び 12 年１月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



大阪国民年金 事案 5203 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44年１月から同年３月までの期間、45年

１月から同年３月までの期間、48年４月から同年６月までの期間、同年 10月

から同年12月までの期間及び57年１月から同年３月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から同年 11月まで 

             ② 昭和 43年２月及び同年３月 

             ③ 昭和 44年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 45年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和 45年 10月から同年 12月まで 

             ⑥ 昭和 48年４月から同年６月まで 

             ⑦ 昭和 48年 10月から 50年 12月まで 

             ⑧ 昭和 57年１月から同年３月まで 

             ⑨ 昭和 57年７月から同年 12月まで 

             ⑩ 昭和 59年４月から 60年３月まで 

    昭和 42 年５月頃に、母親が私の国民年金の加入手続を行い、その後、昭

和 55 年にＣ市Ｄ区に引っ越すまでの申立期間①から⑦までについては、ほ

かの兄姉たちの国民年金保険料と一緒に納付してくれていたはずである。 

    母親が亡くなってからは、元妻Ａが申立期間⑧及び⑨の国民年金保険料を

納付していたはずであり、納付できなければ、申立期間⑨直後の 58 年１月

から 59年３月までの期間のように免除申請していたはずである。 

    申立期間⑩については、元妻Ｂが国民年金保険料を納付してくれたはずで

ある。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

 



第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ｃ市Ｅ区において、昭和 42年 12月８日に、当時、申立人と同居していた申立

人の長兄、長兄の妻、次兄、次兄の妻、姉及び妹の後の夫の６人と連番で払い

出されており、この国民年金手帳記号番号の払出時期からみて、申立期間の国

民年金保険料を納付することは可能である。 

また、申立期間③及び④について、申立人は、昭和 42 年５月頃に、申立人

の母親が国民年金の加入手続を行い、その後、国民年金保険料を納付してくれ

ていたと申し立てているところ、申立人と連番で払い出された６人のオンライ

ン記録を見ると、昭和 42年 12月から 45 年９月までの保険料の納付状況は同

一であり、その６人の申立期間③及び④の保険料はいずれも納付済みとされて

いる。 

次に、申立期間⑥及び申立期間⑦のうち、昭和 48年 10月から同年 12月ま

での期間について、オンライン記録を見ると、当該期間の国民年金保険料につ

いては、申立人と連番で払い出された６人のうち、４人の保険料については現

年度納付している一方、申立人の次兄及びその妻は過年度納付しており、６人

の納付状況は必ずしも一致していない。 

しかし、この点について、商業登記簿を見ると、申立人の次兄は、昭和 46

年４月設立の「Ｆ社」の代表取締役となっていることが確認でき、当時次兄夫

婦は、ほかの兄姉たちとは違い、独立の世帯として、国民年金保険料の納付に

ついて自分たち夫婦のみ独自の納付行動をとるようになっていたと考えても

不自然ではない。 

一方、ほかの４人が当該期間の国民年金保険料を現年度納付している点を踏

まえると、申立人の母親が、ほかの４人の保険料を現年度納付しながら、申立

人の保険料のみ納付しなかったとは考え難い。 

次に、申立期間⑧について、特殊台帳を見ると、申立人及びその元妻Ａは、

昭和 55 年３月に母親の元を離れ、Ｄ区へ転居しているところ、同年１月から

同年３月までの期間及び 56 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

は、過年度納付していることが確認できるが、いずれも催告印は見当たらず、

申立人の当該期間の保険料納付を担っていたと考えられる元妻Ａが、催告を受

ける前に自主的に未納を解消しようとしていたことが推認でき、申立期間⑧に

ついても同様に催告印は見当たらないことから、保険料を納付していた可能性

を否定できない。 

しかし、申立期間①及び②について、申立人は、上記のとおり、申立人の母

親が国民年金の加入手続を行い、その後、国民年金保険料を納付してくれてい

たと申し立てているものの、申立人と連番で払い出された６人のオンライン記

録を見ると、申立期間①及び②の保険料はいずれも未納とされている。 

次に、申立期間⑤について、オンライン記録を見ると、申立人と連番で払い



出された６人のうち申立人の次兄夫婦を除く４人の当該期間の国民年金保険

料は未納とされている。 

次に、申立期間⑦のうち、昭和 49年１月から 50年 12月までの期間につい

て、申立人と連番で払い出された４人のオンライン記録を見ると、２人につい

ては全て未納であり、ほかの２人については一部期間が未納であり、４人全て

が納付済みとされている期間は見当たらない。 

次に、申立期間⑨について、特殊台帳を見ると、当該期間に「58 催」のゴ

ム印が確認できることから、免除申請されていなかったと推認できる。 

また、Ｄ区保存の国民年金被保険者名簿を見ても、申立人がＤ区に昭和 55

年３月１日に転入し、58年８月 31日に転出していることが確認できるが、申

立人の元妻ＡがＤ区在住中に行った免除申請は、申立期間⑨直後の同年１月か

ら 59 年３月までの期間のみであり、申立期間⑨の免除申請の記録は見当たら

ない。 

次に、申立期間⑩の国民年金保険料の納付については、申立人は、その元妻

Ｂが納付してくれたと申し立てているが、オンライン記録を見ると、元妻Ｂは、

申立期間⑩のうち、昭和 59年４月から同年 12月までの自身の保険料を、申立

人と結婚した同年 12月以前に納付しているほか、60年１月から同年３月まで

の保険料は未納となっている。 

さらに、申立期間①、②、⑤、申立期間⑦のうち昭和 49 年１月から 50 年

12 月までの期間及び申立期間⑩の国民年金保険料の納付並びに申立期間⑨の

保険料の納付及び申請免除手続を行うことが可能な別の国民年金手帳記号番

号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当

時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申立

人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

加えて、申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を担ってい

た申立人の母親は既に他界しており、また、申立人の元妻Ａ及び元妻Ｂからも

陳述を得ることはできず、申立期間①、②、⑤、申立期間⑦のうち昭和 49 年

１月から 50年 12月までの期間、申立期間⑨及び⑩の保険料の納付等をめぐる

事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 44年１月から同年３月までの期間、45年１月から同年３月までの期間、48

年４月から同年６月までの期間、同年 10 月から同年 12 月までの期間及び 57

年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 



大阪厚生年金 事案 9489 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年３月５日から 35年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社における加

入期間が脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、Ａ社での厚生年金保険被

保険者資格の喪失日から約１年９か月後の昭和 36年 12月 21日に支給決定さ

れたこととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え

難い。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同

一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した女性従業員

10 人について脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含

め８人みられるところ、申立人以外の 7人は、５か月以内に支給決定されてお

り、申立人のみが長期間経過後の支給決定となっている。 

さらに、申立人は昭和 34 年４月＊日に婚姻し改姓しているところ、申立人

の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金保険被保険者台帳検索票

の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のままとなっているが、申立人が旧姓

のまま脱退手当金を請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 9490 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 31年２月 29日から同年３月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を同年３月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年２月 16日から同年４月１日まで 

② 昭和 31年２月 29日から同年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社

には、高校が休みとなった昭和 27 年２月 16 日から 31 年２月末まで勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、Ｂ社保管の失業保険被保険者資格喪失確認通知書及

び元従業員の陳述から、申立人は申立期間も同社に勤務していたことが確認で

きる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の資

格喪失日のおおむね３年前後に資格を喪失している元従業員の資格喪失日を

調査したところ、月末に喪失している者は申立人のみであり、１日に資格を喪

失している者が集中していることが確認できる。 

さらに、申立人の後任として勤務していた元従業員は、「私は、３月上旬か

ら勤務を始めたが、数日間は申立人と一緒だった。」旨陳述しており、申立人

が申立期間において、勤務内容に変化があったことをうかがわせる事情は見当

たらない。 



これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 31

年１月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、事業主が資格喪失日を昭和 31 年３月１日と届け

出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 29 日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年２月の厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

申立期間①については、申立人及び複数の元従業員の陳述から判断して、時

期は特定できないものの、申立人が申立期間当時もＡ社で勤務していたことが

推認できる。 

しかし、前述の失業保険被保険者資格喪失確認通知書を見ると、Ａ社におけ

る申立人の資格取得日は昭和 27 年４月１日であり、厚生年金保険の記録と一

致する。 

また、前述の被保険者名簿において、申立人と同日（昭和 27 年４月１日）

に被保険者資格を取得している元従業員一人及び申立人の１年後（昭和 28 年

４月１日）に被保険者資格を取得している元従業員二人は、「Ａ社は仕事に厳

しい会社で、仕事を早く覚えるために高校の授業が終わり、休みとなった時点

で会社に出勤するように言われた。４月１日の正式入社より前に勤務を開始し

ていたが、厚生年金保険の加入記録は同日となっている。」旨陳述しており、

申立人の約１年前（昭和 26年３月 20日）に被保険者資格を取得している元従

業員二人は、「Ａ社に正式入社した日となったのは配属の辞令日（昭和 26 年

３月 20 日）であり、同日に厚生年金保険の資格を取得している。」旨陳述し

ていることから、Ａ社では、正式入社日である配属の辞令日に基づいて、社会

保険事務所に対し、資格の取得の届出を行っていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9491 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19 年 10 月１日、資格喪失日は 20

年９月 17 日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19年 10月から 20年２月

までは 30円、同年３月から同年８月までは 40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20年頃まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間について、厚生年金保険被保険者資格の取得日は確認できるが、喪失

日は不明であるとの回答を受けた。申立期間は、Ａ社で職員として父及び姉

と一緒に勤務していた。退職日は覚えていないが、父及び姉より長く勤務し

ていたことは覚えているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  元従業員の陳述から判断して、申立人が、申立期間にＡ社に勤務していたこ

とが推認できる。 

  しかし、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者記録は、同社に係る健

康保険労働者年金保険被保険者名簿において、資格取得日が昭和 18年６月 16

日と記録されているものの、その資格喪失日が記録されておらず、また、オン

ライン記録では、資格取得日が 19年 10月１日と記録されているが、資格喪失

日の記録は無く、当該記録は、申立人の基礎年金番号に統合されていない。 

  さらに、前述の元従業員（資格喪失日は、昭和 20年９月 17日）は、「私は、

Ａ社で職員として勤務していた、同社は、工場だったので、昭和 20 年９月に

閉鎖となり、ほとんどの従業員が退職した。申立人も同時期に退職したと思

う。」と陳述し、別の元従業員（資格喪失日は、昭和 22年３月１日）は、「私

は、経理関係の仕事に従事していたが、Ａ社の職員は昭和 20 年９月の閉鎖時



に退職し、事務職員のみ残務処理のため同社に残った。」と陳述しているとこ

ろ、前述の被保険者名簿を見ると、申立人が職員として一緒に勤務していたと

する申立人の父及び姉の資格喪失日は昭和20年９月17日であることが確認で

きる。 

加えて、前述の被保険者名簿の申立人の欄を見ると、昭和 20年３月１日の

み随時改定が記録されているところ、同被保険者名簿の申立人が記載されて

いるページを含む前後計５ページにおいて、申立人と同様に同年３月１日の

随時改定の記載がある 14 人について調査したところ、全員が同年９月 17 日

に資格を喪失していることが確認できる。   

  これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は、申立人の厚生年金保険被

保険者記録であると認められ、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格の取得日は昭和 19年 10月１日、喪失日は 20年９月 17日であると認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の被保険者名簿の記録から、

昭和 19 年 10 月から 20 年２月までは 30 円、同年３月から同年８月までは 40

円とすることが妥当である。 

なお、前述の被保険者名簿において、申立人が昭和 18年６月 16日に資格を

取得していることが確認できるところ、ⅰ）19 年６月１日までは、女子労働

者を被保険者とする年金制度は無かったこと、ⅱ）同年６月１日から同年 10

月１日までは、保険料の徴収が行われない厚生年金保険制度発足前の準備期間

であったことから、制度上、申立人は、厚生年金保険被保険者とはならず、健

康保険だけの資格の取得であったと考えるのが相当である。



大阪厚生年金 事案 9492 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 34年５月 25日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年６月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年７月 20 日から同年８月 12日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を同年７月

20日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

申立人は、申立期間のうち、昭和 41年９月２日から同年 11月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を同年９月２日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を４万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年５月 25日から同年６月１日まで 

②  昭和 37年７月 20日から同年８月 12日まで 

③  昭和 41年９月２日から同年 11月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ｃ

社の関連会社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を

受けた。 

申立期間①は、Ａ社からＤ社に異動した時期である。申立期間②は、Ｄ

社からＢ社へ異動した時期である。申立期間③は、Ｅ社からＢ社へ異動し



た時期である。申立期間②及び③については、給与支払明細書を保管して

いる。 

継続してＣ社の関連会社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、同僚の陳述及び申立人に係る申立期間前後の厚生年

金保険加入記録から判断すると、申立人は、申立期間もＡ社に継続して勤務し

(昭和 34 年６月１日にＡ社からＤ社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 34

年４月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に解散しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

申立期間②については、申立人保管の給与支払明細書及び雇用保険の記録か

ら、申立人は申立期間もＢ社に継続して勤務し(昭和 37 年７月 20 日にＤ社か

らＢ社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

から、３万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ｂ社は既に解散しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

申立期間③については、申立人保管の給与支払明細書及び雇用保険の記録か

ら、申立人は申立期間もＢ社に継続して勤務し(昭和 41年９月２日にＥ社から

Ｂ社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

から、４万 2,000円とすることが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ｂ社は既に解散しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 9493 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年７月 12日は 39万 7,000円、16年

７月 16 日は 39 万 3,000 円、17 年７月 12 日は 42 万 5,000 円、18 年７月 13

日は 43万 8,000円、19年７月 13日は 42万 8,000円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 12日 

② 平成 16年７月 16日 

③ 平成 17年７月 12日 

④ 平成 18年７月 13日 

⑤ 平成 19年７月 13日 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間に支給された賞与の記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間について、賞与の支払と保険料の控除が確認できる賞与支払明細

書を提出するので、賞与から保険料が控除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賞与支払明細書及びＡ社保管の賃金台帳（賞与分）から、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標



準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、申立人提出の賞与支払明細書

の賞与額及び保険料控除額から、平成 15年７月 12日は 39万 7,000円、16年

７月 16 日は 39 万 3,000 円、17 年７月 12 日は 42 万 5,000 円、18 年７月 13

日は 43万 8,000円、19年７月 13日は 42万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間の賞与額を社会保険事務所に届け出ていなかったとしているこ

とから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成 15年７月 12日、16

年７月 16日、17年７月 12日、18年７月 13日及び 19年７月 13日の標準賞与

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 9494 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年４月 29日から同年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年４月 29

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 32万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53年３月から 55年９月１日まで 

② 昭和 55年９月１日から同年 11月６日まで 

③ 昭和 55年 11月６日から 57年４月 29日まで 

④ 昭和 57年４月 29日から同年５月１日まで 

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、申立

期間①及び④の加入記録が無く、申立期間②及び③の標準報酬月額が当時の

給与支給額より低く記録されていることが分かった。 

申立期間①及び②はＢ社で勤務し、給与は月平均 55万円ぐらいであった。

また、申立期間③及び④はＣ社及び社名変更後のＡ社で勤務し、給与は月平

均 40万円ぐらいであった。 

 申立期間①及び④については、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。また、申立期間②及び③については、当時の給与支給額に見合う

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、雇用保険の記録から、申立人は、Ｃ社及びＡ社で

継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に、昭和 57 年４月 29 日にＣ社において被保険者資格

を喪失し、同年５月１日にＡ社で資格を取得している者が保管する申立期間に

係る給与支給明細書を見ると、Ａ社において厚生年金保険料を控除されている

ことが確認できる。 



以上のことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 57

年５月の社会保険事務所の記録から、32万円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 57年５月１日で

あり、申立期間は適用事業所ではないが、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日であ

る同年４月 29 日に資格を喪失した者は 34 人であることが確認できるところ、

そのうち申立人を含む 29 人が同年５月１日にＡ社で資格を取得している上、

商業登記の記録から、同社は同年４月６日に設立されたことが確認できること

から、 Ａ社は、申立期間において、当時の厚生年金保険法に定める適用事業

所の要件を満たしていたものと考えられる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は、申立期間当時、適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所

に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、同僚の陳述から、時期は特定できないものの、申

立人がＢ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は平成 13年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社の元事業主も「申立人を覚えておらず、申立期間当時の関係資料も保存し

ていない。」としていることから、同社等から申立人の勤務実態及び保険料控

除の状況について確認することができない。 

また、Ｂ社の元社会保険事務担当者は、「当社では、厚生年金保険に加入す

るかどうかは従業員が任意に選択できた。申立人のようなＤ職の中には加入し

ない者も多数いて、加入していない場合には給与から厚生年金保険料を控除す

ることはなかった。」と陳述しているところ、申立人が同僚とする複数の者の

氏名が、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に見当たらない。 

さらに、申立人のＢ社における雇用保険被保険者資格の取得日は、厚生年

金保険被保険者資格の取得日と一致しているところ、申立人と同日に、同社で

被保険者資格を取得している元従業員４人の厚生年金保険と雇用保険の加入

記録を比較したところ、いずれの者も、申立人と同様に、両方の被保険者資格

を同日に取得していることが確認できる。 

これらのことから、Ｂ社では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加

入させておらず、また、従業員が社会保険への加入を希望する場合には、厚生

年金保険と雇用保険は同時に加入させていたことがうかがえる。 

また、前述の被保険者名簿を見ても、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除を確認できる関連

資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②については、Ｂ社の元事業主は、「申立期間当時の関係資料は保

管していないため、詳細は不明であるが、Ｄ職の場合は、歩合給を除いた固定

給のみを標準報酬月額として届け出ていた。」と陳述しているところ、同社の

元社会保険事務担当者も、「Ｄ職の標準報酬月額については、歩合給部分を除

いた固定給部分のみを届出し、それに基づいて保険料を控除していた。」と陳

述している。 

また、Ｂ社の元Ｄ職の者は、「自分が記憶している基本給と諸手当の合計額

は、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。」と陳述しており、別の

元Ｄ職の者は、「Ｄ職の場合には、厚生年金保険被保険者資格を取得した時の

給与は低い金額で設定され、その額で標準報酬月額が届け出られていたはずで

あり、次の算定の時に給与の実態に即した届出がなされていた。」と陳述して

いるところ、前述の被保険者名簿を見ると、申立人と同日（昭和 55 年９月１

日）に資格を取得した 48 人中 44 人について、資格取得時の標準報酬月額は

いずれも 16万円で届け出られていることが確認できる。 

さらに、Ｂ社に係る上記被保険者名簿において、申立人の標準報酬月額が

遡って訂正された形跡は無く、同名簿の記録に不自然な点は見当たらない。  

申立期間③については、Ｃ社は昭和 57年に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっている上、元事業主及び元事務担当者も所在不明であるため、これら

の者から、申立人の保険料控除の状況について確認することができない。 

また、Ｃ社の複数の元従業員が「給与支給額と標準報酬月額との間に差は

無い。」旨陳述しているところ、申立期間に被保険者記録の有る元従業員の保

管する給与支給明細書を見ると、実際の給与額及び保険料控除額はオンライン

記録と相違ないことが確認できる。 

さらに、Ｃ社に係る前述の被保険者名簿において、申立人と同時期に被保

険者資格を取得している３人の標準報酬月額は、いずれも申立人が資格を取得

した時の標準報酬月額と同額であることが確認でき、申立人の標準報酬月額だ

けが著しく低額であるという事情は見当たらない。 

加えて、上記被保険者名簿において、申立人の標準報酬月額が遡って訂正

された形跡は無く、同名簿の記録に不自然な点は見当たらない。  

このほか、申立人が申立期間②及び③において、その主張する標準報酬月

額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②及び③について、申立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



大阪厚生年金 事案 9495 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 39年 10月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 39年 10月２日から同年 12月１日まで 

私は、昭和 36 年９月 25 日にＡ社に入社し、Ｂ社及びＡ社等での勤務を

経て、平成 15年４月１日にＣ社を退職するまで、同一グループ会社に継続

して勤務した。 

しかし、Ｂ社からＡ社への転籍時である昭和 39 年 10 月２日から同年 12

月１日までの厚生年金保険の加入記録が空白とされている。 

私と同じ状況の同僚が、年金記録確認第三者委員会に申し立て、Ａ社で

の資格取得日について、昭和 39年 12月１日から同年 10月２日への訂正が

認められたとのことなので、私の厚生年金保険の加入記録も訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社提出の従業員名簿及び同僚の陳述から判断すると、申立人が申立期間に

おいてＡ社に継続して勤務し（昭和 39 年 10月２日にＢ社からＡ社に転籍）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ



ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 9496 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年３月 26日から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 32年３月 12日から 36年１月１日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社

で勤務していた昭和 30 年３月 26 日から同年 12 月１日までの期間及び 32

年３月 12日から 36年１月１日までの期間については、脱退手当金が支給さ

れたことになっている。 

脱退手当金を請求するのであれば、Ａ社Ｂ支店に勤務していた昭和 30 年

12 月１日から 32 年３月 12 日までの期間についても同時に請求するはずで

ある。脱退手当金は請求も受給もしていないので、調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約７か月後の昭和36年７月24日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

しかし、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の間にあるＡ社Ｂ支

店での被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず未請求となっ

ており、申立人が、３回の被保険者期間のうち、申立期間の間にある被保険者

期間を失念するとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間と申立期間

は同一の被保険者記号番号で管理されているにもかかわらず、支給されていな

い期間が存在することは事務処理上不自然である。 

また、申立人は、脱退手当金が支給決定された記録が確認できる昭和 36 年

７月 24 日から約１か月後の同年９月１日には厚生年金保険被保険者資格を取

得していることが確認できることから、申立期間当時において脱退手当金を請

求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 9497 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 12 年 11 月１日から 13 年 10 月１日までの期間及び

14 年 11 月１日から 15 年９月１日までの期間については、事業主が社会保険

事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額で

あったと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額を、12

年 11月１日から 13年 10月１日までの期間は 24万円、14年 11月１日から 15

年９月１日までの期間は 18万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 11月１日から 18年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よりも低く

記録されている。平成 18 年８月頃に会社が倒産したため、事業主が従業員

の標準報酬月額を勝手に引き下げている可能性があるので、調査の上、本来

の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間におけるＡ社での標準報酬月額

は、平成12年11月１日から13年10月１日までの期間は24万円と記録されていた

ところ、同年９月17日付けで、12年11月１日に遡って18万円に引き下げられて

おり、当該引き下げられた記録が13年10月１日の定時決定まで継続している。

同様に、14年11月１日から15年９月１日までの期間は18万円と記録されていた

ところ、同年２月13日付けで、14年11月１日に遡って９万8,000円に引き下げ

られており、当該引き下げられた記録が15年９月１日の定時決定まで継続して

いることが確認できる。 

また、平成13年９月17日付けで、申立人と同様に同僚についても、標準報酬

月額を12年11月１日に遡って引き下げる旨の訂正処理が行われている。 

さらに、Ａ社に係る滞納処分票を見ると、申立期間当時、同社は、厚生年金

保険料を滞納していたことが確認できる。 



加えて、Ａ社に係る商業登記簿謄本の役員欄には、申立人の氏名は記録され

ておらず、申立人が社会保険事務関係の業務に関与していた事情はうかがえな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、社会保険事務所において、申立人の標準報酬月額に係る記録を遡及

して訂正する合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効

な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額に係る記録から、申立期

間のうち、平成12年11月１日から13年10月１日までの期間は24万円、14年11

月１日から15年９月１日までの期間は18万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間のうち、平成13年10月１日から14年11月１日までの期間及び

15年９月１日から18年５月１日までの期間については、13年10月１日及び15

年９月１日以降の定時決定に係る算定基礎届は、いずれも適切な時期に提出さ

れ決定されており、当該決定については、上記の遡及訂正処理との直接的な関

係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であった

とは言えない。 

また、申立人は、｢Ａ社の退職日は平成 18年３月 31 日であるが、実際に仕

事をしていたのは、同年３月中旬までであり、同年３月の給与は未払であっ

た。｣と陳述しており、申立人主張の退職日は、雇用保険の記録とも一致する

ことから、申立期間のうち、平成 18 年３月以降は申立人に給与が支給されて

おらず、厚生年金保険料も控除されていなかったものと考えられる。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の事業主は、「会社は倒産し、当時の関係資料

は保管していない。」と回答しており、申立人及び同僚も、当該期間に係る給

与明細書等を所持していないことから、申立人の申立期間における厚生年金保

険料控除の状況について確認することができず、申立人が主張する給与支給額

に基づく厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、平成 13年 10月１日から 14 年 11月１日までの期間及び 15年

９月１日から 18 年５月１日までの期間について、申立人が主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9498 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額の記録を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月１日から８年１月 30日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社での申立期間に係る標準報酬月額が実際の

報酬月額より低く記録されているので、当該期間に係る標準報酬月額の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、Ａ社での申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、50万円と記録されていたところ、平成８年１月９日付けで、５年 12月

１日から６年 10 月１日までは５年 12 月１日に遡って、６年 10 月１日から７

年 10 月１日までは６年 10 月１日に遡って、７年 10 月１日から８年１月 30

日までは７年 10 月１日に遡って、それぞれ９万 8,000 円に引き下げられてい

ることが確認できる。 

また、オンライン記録から、Ａ社の事業主の申立期間に係る標準報酬月額に

ついても、申立人と同日の平成８年１月９日付けで、期間を遡って９万 8,000

円に減額訂正する処理が行われていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の事務担当者とする同僚は、「私がＡ社に入社した平成５年頃

に主要取引先の経営が悪化するとともに、当該取引先が６年頃に倒産したため、

Ａ社の資金繰りも苦しくなっていたので、同社は、厚生年金保険料を滞納して

いたと思う。」と陳述していることから、申立期間当時の同社では、厚生年金

保険料の滞納があったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社に係る商業登記簿の役員欄から、申立人は、申立期間において

同社の取締役であったことが確認できるものの、上記の事務担当者は、「申立

人は、Ａ社でＢ業務を担当していたと思う。また、社会保険のことは、社長が



会計事務所の人と相談して決めていたので、申立人は、申立期間に係る標準報

酬月額の減額訂正のことは知らなかったと思う。」旨陳述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が申立人の標準報酬月額に係

る記録を遡及して訂正する合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 50 万円に

訂正することが必要である。



大阪厚生年金 事案 9499 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を

昭和 59年９月１日に、資格喪失日に係る記録を 60年９月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

  基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年９月１日から 60年９月１日まで 

私は、昭和 59年３月まで勤務していたＡ社の先輩に紹介され、同年９月

から 60年８月末までＢ社に勤務した。 

しかし、年金事務所の記録では、私がＢ社に勤務していた期間が厚生年

金保険の未加入期間とされているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の元事業主及び同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名

が確認できる同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期間に同社に在籍し

ていたことが認められる。 

また、Ｂ社に係る前述の被保険者名簿に氏名が確認できる同僚、元事業主及

び申立人が、同社の従業員として名前を挙げた者は、申立人を除き、その全員

が同社での厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが、同名簿から確

認できることから、同社では、全ての従業員を厚生年金保険に加入させていた

と考えられる。 

さらに、Ｂ社に係る前述の被保険者名簿に氏名が確認でき、同社に入社する

よう申立人に勧めたとする同僚は、「Ｂ社に短期間しか勤務していなかった同

僚でさえ、厚生年金保険に加入しており、申立人は、厚生年金保険に加入して

いたと思う。また、申立期間に同社の事務補助をしていた私の妻は、『申立人



の厚生年金保険への加入手続及び保険料控除のことは覚えていないが、私を含

めてほかの従業員全員が厚生年金保険に加入しているのであれば、申立人だけ

が未加入であることは不自然だと思う。』と言っている。」旨陳述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人は、「Ｂ社では、前職の

Ａ社退職時と同額の報酬月額を支給されていた。」旨陳述しており、申立人の

Ａ社における昭和 59 年２月の社会保険事務所（当時）の記録及びＢ社の同僚

の標準報酬月額の記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、平成 15年１月 24日に適用事業所ではなくなっている上、元事業主は不明

としており、申立期間当時の状況は不明であるものの、申立期間の同社に係る

上記被保険者名簿には、申立期間の健康保険の整理番号に欠番が見当たらない

ことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない

上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、

その後、被保険者報酬月額算定基礎届及び被保険者資格喪失届も提出する機会

があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を

記録しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪等

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 59 年９月から 60 年８月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



大阪厚生年金 事案 9500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 31 年４月１日、資格喪失日は 33

年３月１日であると認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者

資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 31 年４月から同年９月ま

での期間は 9,000 円、同年 10 月から 32 年９月までの期間は１万円、同年 10

月から 33年２月までの期間は１万 2,000円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 10年１月 21日から同年３月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社における被保険者記録のうち、当該期間

に係る資格喪失日（平成 10年１月 21日）及び資格取得日（平成 10年３月１

日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月１日から 33年３月１日まで 

             ② 平成 10年１月 21日から同年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務し

た申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間②の加入記録が無い

との回答を受けた。Ａ社には昭和31年４月から33年３月まで勤務しており、

また、Ｂ社には平成元年２月から10年12月まで継続して勤務していたので、

申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見る

と、申立人と同姓同名であり、生年月日も一致する基礎年金番号に未統合とな

っている被保険者記録（資格取得日は、昭和 31 年４月１日と記載されている

が、資格喪失日の記載は無い。）が確認できる。 



また、申立人は、「Ａ社を退職後、すぐに、親戚が経営するＣ社に入社した。」

と陳述しており、オンライン記録によると、昭和 33 年３月１日にＣ社におい

て資格を取得していることが確認できるところ、複数の同僚の陳述内容等から

判断すると、申立人は、同日までＡ社に勤務していたことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、上記未統合の被保険者記録は、申立人の厚生

年金保険被保険者記録であると認められ、申立人のＡ社における資格取得日は

昭和 31年４月１日、資格喪失日は 33年３月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合となっている申立人

のＡ社における被保険者記録及び上記の被保険者名簿における元従業員の被

保険者記録から、昭和 31年４月から同年９月までの期間は 9,000円、同年 10

月から 32年９月までの期間は１万円、同年 10月から 33年２月までの期間は

１万 2,000円とすることが妥当である。 

申立期間②について、申立人は、オンライン記録では、Ｂ社において平成元

年２月 21日に厚生年金保険の資格を取得し、10年１月 21日に資格を喪失後、

同年３月１日に同社において資格を再取得しており、申立期間の被保険者記録

が無い。 

しかし、雇用保険の記録及び複数の同僚の陳述から、申立人が申立期間もＢ

社で継続して勤務していたことが確認できる。 

また、当該複数の元従業員は、Ｂ社において、申立人と同一の期間、被保険

者記録が無いが、いずれも、「申立期間も継続して保険料を控除されていた。」

と陳述している。 

さらに、複数の同僚に照会したところ、申立期間において、申立人の業務内

容及び勤務形態が変わったことをうかがわせる回答は得られなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における申立期間

前後の社会保険事務所(当時)の記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、元事業主は、保険料を控除した

か否かについては不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の

喪失届及び取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの

資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る平成 10 年１月及び同年２月の保険料について納入の告知を行ってお

らず(社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は、当該

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 9501 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 20年 12月１日から 21年３月５日までの

期間及び同年５月 25 日から同年７月１日までの期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ

社における資格取得日に係る記録を 20年 12月１日に、Ｂ社Ｃ支店における資

格取得日に係る記録を 21 年５月 25 日に訂正し、20 年 12 月から 21 年２月ま

での期間の標準報酬月額を 80円、同年５月及び同年６月の標準報酬月額を 180

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 20年 12月から 21年２月までの期間の厚

生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認

められる。 

また、事業主は、申立人に係る昭和 21 年５月及び同年６月の厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

さらに、申立期間のうち、昭和 23年４月 30日から同年６月１日までの期間

及び同年８月１日から 25 年４月１日までの期間について、申立人は、厚生年

金保険被保険者であったことが認められることから、申立人のＢ社Ｃ支店にお

ける被保険者記録のうち、当該期間に係る資格喪失日（昭和 23年４月 30日）

及び資格取得日（昭和 23 年６月１日）を取り消し、また、申立人の同社Ｃ支

店における資格喪失日に係る記録を同年４月１日に訂正することが必要であ

る。 

なお、当該期間のうち、昭和 23 年４月及び同年５月の標準報酬月額を 200

円、同年８月から 25年３月まで期間の標準報酬月額を 4,500 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年 12月１日から 21年３月５日まで 

             ② 昭和 21年５月 25日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 23年４月 30日から同年６月１日まで 

             ④ 昭和 23年８月１日から 25年４月１日まで 



厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社及びＢ社Ｃ

支店に勤務した期間のうち、申立期間①、②、③及び④の加入記録が無いと

の回答を受けた。両社は関連会社であり、昭和 20 年 11 月から 25 年３月末

まで継続して勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、複数の同僚の陳述から判断すると、申立人が申

立期間もＢ社Ｃ支店の関連会社に継続して勤務し（昭和 20年 12月１日にＦ社

からＡ社に異動、21 年５月 25 日に同社からＢ社Ｃ支店に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間のうち、昭和 20年 12月から 21年２月までの期間の標準報

酬月額については、申立人のＡ社における同年３月の社会保険事務所（当時）

の記録から 80 円とし、同年５月及び同年６月の標準報酬月額については、申

立人のＢ社Ｃ支店における同年７月の社会保険事務所の記録から 180 円とす

ることが妥当である。 

一方、申立期間②について、Ｂ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、同社Ｃ支店は、昭和 21 年７月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。しかし、同僚の陳述によ

り、同社Ｃ支店は、申立期間において、５人以上の従業員が継続して勤務する

事業所であったことが確認できることから、当時の厚生年金保険法に定める適

用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立期間①について、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、元事業主の所在も不明であるため、同社から確認することはできず、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

なお、申立期間②について、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は、申立期間において適用事業所でありな

がら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

申立期間③について、申立人は、オンライン記録では、Ｂ社Ｃ支店において



昭和 23年４月 30日に厚生年金保険の資格を喪失後、同年６月１日に同社にお

いて資格を再取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、同僚の陳述から、申立人が申立期間もＢ社Ｃ支店で継続して勤務し

ていたことが推認できる。 

また、Ｂ社Ｃ支店に係る前述の被保険者名簿のうち、申立人の備考欄にオン

ライン記録上の資格喪失日である昭和23年４月30日の日付が記載されている

名簿を見ると、申立人を含む多数の被保険者の資格喪失日欄に標準報酬月額の

改定記録が記載されているほか、複数の被保険者の備考欄に標準報酬月額の改

定記録が記載されており、このうち、オンライン記録で被保険者記録が確認で

きる一人は、同名簿の備考欄に記載されている日付とオンライン記録上の資格

喪失日が異なっていることから、同名簿における資格喪失日の記載は不自然で

ある。 

さらに、上記の被保険者名簿のうち、申立人の資格取得日欄に昭和 23 年６

月１日の日付が記載されている名簿を見ると、同名簿は書き換え後のものであ

ると考えられるが、同名簿は、申立人が記載されたページしか見当たらない上、

同僚が陳述する当時の従業員数は 60 人であるにもかかわらず、７人の被保険

者しか記載されていないことから、同名簿は、適切に作成・管理されたものと

は考え難い。 

以上のことから、上記の被保険者名簿の備考欄に記載されている日付は資格

喪失日ではなく、同名簿には資格喪失日が記載されていないと考えるのが自然

であり、また、上記の書き換え後の被保険者名簿において、資格取得日欄に記

載されている日付は、適正な記録ではないと考えられる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間については、社会保険事務所における年金記録の不適切な管理により、

申立人のＢ社Ｃ支店における加入記録が失われたと考えるのが相当であり、申

立人は、当該期間において厚生年金保険被保険者であったことが認められるこ

とから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日（昭和

23 年４月 30 日）及び取得日（昭和 23 年６月１日）を取り消すことが必要で

ある。 

なお、申立人の昭和 23 年４月及び同年５月の標準報酬月額は、申立人のＢ

社Ｃ支店における申立期間前後の社会保険事務所の記録から、200円とするこ

とが妥当である。 

申立期間④について、申立人は、「Ｂ社を昭和 25 年３月末に退社後、すぐ

にＤ社に入社し、３か月間の試用期間を経て、同年７月から同社で厚生年金保

険に加入した。当時、同社から試用期間を満了した旨の通知を受け取ったこと

覚えている。Ｂ社Ｃ支店とＤ社は同じ地区に事業所があり、転職後もＢ社Ｃ支

店から支給された通勤定期を使用していた記憶がある。」と陳述しており、申

立人の記憶は詳細かつ具体的である。 



また、Ｂ社Ｃ支店に係る前述の被保険者名簿を見ると、申立人の資格喪失日

は記載されておらず、オンライン記録上の資格喪失日（昭和 23 年８月１日）

よりも後の昭和24年12月１日に標準報酬月額が改定されたことが記載されて

いる。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、申立

人のＢ社Ｃ支店における資格喪失日はオンライン記録と一致する昭和 23 年８

月１日と記載されているが、資格喪失の原因記載欄には、「Ｅ移管」と記載さ

れており、解雇又は退職とは記載されていない。 

加えて、上記の被保険者名簿は、申立人が記載されているページの前後のペ

ージが見当たらず、同名簿が適切に管理されていない状況がうかがえる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、社

会保険事務所における年金記録の不適切な管理により、申立人の加入記録が失

われたと考えるのが相当であり、申立人は、当該期間においてＢ社Ｃ支店に勤

務し、厚生年金保険被保険者であったことが認められることから、申立人の同

社Ｃ支店における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 25 年４月１日で

あると認められる。 

なお、昭和 23年８月から 25年３月までの標準報酬月額については、申立人

のＢ社Ｃ支店における 24年 12月の月額変更の記録から、4,500円とすること

が妥当である。 

 



大阪厚生年金 事案 9502～9520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額（《標準賞与額》（別添一覧表参照））につい

ては、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているが、事業主は、申立期間に係る同法第

81 条の２の規定に基づく申出を行ったと認められ、申立期間の保険料徴収は

免除されることから、当該記録を取り消し、申立期間の標準賞与額に係る記録

を《標準賞与額》（別添一覧表参照）に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ： 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 別添一覧表参照 

    私は、Ａ社において、育児休業期間中である《申立期間》（別添一覧表参

照）に賞与を支給されたが、当該事業所からの厚生年金保険被保険者賞与支

払届の提出が遅れたため、年金記録に反映されないとの説明を受けた。 

申立期間の標準賞与額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の所得税源泉徴収簿（兼）賃金台帳及び健康保険厚生年金保険被保

険者賞与支払届から、申立人は、《申立期間》（別添一覧表参照）に当該事業所

から賞与を支給されていたことが認められる。 

また、オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81 条の２に

基づく、育児休業期間中（《育児休業期間（自）》（別添一覧表参照）から《育

児休業期間（至）》（別添一覧表参照）まで）の厚生年金保険料徴収の免除の申

出を行ったことが確認できる。 

一方、上記の賞与支払届により、事業主は、申立てに係る賞与支払届を、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定による保険料の徴収時効が成立した後の平成

20年 10月 27日に提出したことが確認できるが、同法第 81条の２の規定に基

づき事業主から免除の申出があった場合、育児休業期間中の標準賞与額に係る

保険料については徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申立期

間の賞与支払届が提出されておらず、同法第 75 条本文の規定による、時効に



よって消滅した保険料に係る標準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とす

べきであるものと考えられる。 

以上のことから、申立期間に係る標準賞与額については、事業主提出の所得

税源泉徴収簿（兼）賃金台帳及び健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届に

おける賞与額から、《標準賞与額》（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 



自 至

9502 女 昭和50年生 平成18年２月19日 平成19年３月31日 平成18年６月30日 19万1,000円

9503 女 昭和49年生 平成18年２月13日 平成20年３月31日 平成18年６月30日 18万2,000円

9504 女 昭和51年生 平成18年４月26日 平成19年３月31日 平成18年６月30日 28万6,000円

9505 女 昭和47年生 平成18年６月１日 平成18年６月30日 平成18年６月30日 18万2,000円

9506 女 昭和51年生 平成15年５月９日 平成16年３月12日 平成15年６月30日 ８万円

9507 女 昭和50年生 平成15年５月10日 平成15年６月30日 平成15年６月30日 10万3,000円

9508 女 昭和51年生 平成15年11月21日 平成16年３月31日 平成15年12月10日 31万7,000円

9509 女 昭和50年生 平成15年９月30日 平成16年８月３日 平成15年12月10日 18万1,000円

9510 女 昭和49年生 平成16年12月12日 平成17年10月８日 平成16年12月10日 37万4,000円

平成17年６月30日 16万5,000円

9511 女 昭和47年生 平成16年10月10日 平成17年８月13日 平成16年12月10日 29万1,000円

9512 女 昭和42年生 平成17年２月７日 平成17年12月１日 平成17年6月30日 19万5,000円

9513 女 昭和46年生 平成17年11月20日 平成20年９月16日 平成17年12月９日 35万2,000円

9514 女 昭和42年生 平成17年９月16日 平成18年７月18日 平成17年12月９日 19万8,000円

9515 女 昭和49年生 平成17年10月20日 平成20年３月31日 平成17年12月９日 17万7,000円

9516 女 昭和46年生 平成17年７月９日 平成18年３月31日 平成17年12月９日 20万1,000円

9517 女 昭和47年生 平成17年７月１日 平成18年３月31日 平成17年12月９日 19万8,000円

9518 女 昭和50年生 平成17年９月４日 平成18年４月15日 平成17年12月９日 18万9,000円

9519 女 昭和50年生 平成17年９月23日 平成19年３月６日 平成17年12月９日 17万6,000円

9520 女 昭和40年生 平成18年１月15日 平成18年９月30日 平成18年６月30日 19万7,000円

標準賞与額
育児休業期間

基礎年金番号 生年月日番号 氏名 住所

別添

申立期間
（賞与支給日）



                      

  

大阪国民年金 事案 5204 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年５月から平成元年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年５月から平成元年９月まで 

    私の国民年金の加入記録を見ると、申立期間の国民年金保険料の納付記

録が無い。 

平成５年に自営業を始めてからは、国民年金保険料の納付が困難になっ

たため免除を受けた期間もあるが、複数の店に勤務していた申立期間の保

険料は納付したと記憶しており、中でも、申立期間のうち、昭和 58 年から

62 年まで勤務した店の経営者は、従業員に対し保険料の納付を指導し、領

収書を確認されたこともあったと記憶している。 

    申立期間を国民年金保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間は複数の店に勤務し、自身で国民年金保険料を納付し

ていたと主張している。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、手帳記号番号の被保険者に係

る第３号被保険者資格の取得の入力日前後の記録から、平成５年４月又は同

年５月に払い出されたものと推認できる上、オンライン記録及びＡ市の記録

によると、申立人は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した翌日の同年４月

１日に、初めて国民年金被保険者資格を取得していることが確認できる。こ

のことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、国民年金保

険料を納付することはできず、仮に加入期間であったとしても、当該手帳記

号番号が払い出された時点で、申立期間の保険料は、時効により納付するこ

とができない。 

また、申立人が、申立内容のとおり、申立期間の国民年金保険料を納付す

るためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オン



                      

  

ライン記録により各種の氏名検索を行うとともに、当時の住所地における国

民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認したが、申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人の申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料

の納付についての記憶は曖昧である上、申立人は、申立期間のうち、昭和 58

年から 62 年まで勤務した店の経営者から保険料納付を指導されたとしている

が、申立人は当時の状況については不明であるとしている。 

加えて、申立期間は８年５か月に及び、これほどの長期間にわたり、申立

人の納付記録が毎回連続して欠落するとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたこと

を示す関連資料は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



                      

  

大阪国民年金 事案 5205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年８月から 12 年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年８月から 12年５月まで 

 私の国民年金の記録を見ると、申立期間の納付記録が無いが、父が平成

10 年頃に市役所で私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付し

たと聞いている。また、その後も、毎年４月又は５月頃に１年分として 15

万円をまとめて納付したと聞いているので、申立期間について、保険料納

付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の父親が平成 10 年頃に申立人の国民年金保険料の納付

を開始し、翌年以降は毎年４月又は５月頃に１年分として 15 万円をまとめて

納付したとしているが、オンライン記録を見ると、申立人の保険料について

は、14 年７月 23 日に、その時点で時効の対象とならない期間の全てである

12 年６月まで遡って過年度納付されているのが最初の納付記録であり、当該

納付以降も、平成 14 年度及び 15 年度の２年分の保険料が平成 15 年４月 15

日に一括して現年度納付されているなど、申立内容と符合する納付記録は確

認できない。 

また、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の父親は、申立期

間の保険料の納付方法及び時期などについての記憶が曖昧であり、当時の納

付状況を確認できない。 

さらに、申立期間は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入された後の

期間であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が

図られていた状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなか

った可能性は低いものと考えられる。 

加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料について納付したこと

を示す関連資料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5206 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年９月から 44 年３月までの期間及び 45 年７月から 49 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年９月から 44年３月まで 

             ② 昭和 45年７月から 49年３月まで 

    国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付の詳細については記憶し

ていないが、加入した後、ずっと保険料を支払ってきたと思うので、申立

期間について保険料納付済期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①については、申立人は、「はっきり覚えてはいないが、集金人

に国民年金保険料を納付したと思う。」と主張している。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年４月 28 日に払い出

されており、申立人の所持する国民年金手帳（１冊目）の発行日も同年５月

15 日となっている。この場合、申立期間のうち、42 年９月から 43 年３月ま

での保険料は過年度保険料に該当するため、集金人には納付できず、また、

同年４月から 44 年３月までの保険料については、集金人に納付したとすれば、

手帳記号番号の払出し直後に１年分をまとめて納付する必要があるところ、

申立人は、「国民年金保険料を遡って納めたり、１年分まとめて納めたりし

た記憶はない。」としている。 

さらに、前述の国民年金手帳を見ると、昭和 42 年度及び 43 年度は検認印

が押されていない一方、昭和 44 年４月から 45 年６月までは検認印が確認で

き、年金事務所及びＡ市の記録と納付状況が一致している。 

加えて、申立人の加入手続及び国民年金保険料の納付金額についての記憶

は曖昧である。 

申立期間②については、申立人の所持する前述の年金手帳を見ると、昭和



                      

  

45 年７月から 47 年３月までの期間は、検認印が押されていない。また、申

立人の所持する２冊目の年金手帳を見ると、検認欄が昭和 48 年度から始まっ

ているところ、同年度は検認印が押されていないのに対して、49 年度につい

ては検認印が確認でき、これら手帳の検認記録と年金事務所の納付記録は一

致している。 

さらに、申立人は、昭和 45 年８月頃にＡ市からＢ市に転居した旨陳述して

いるところ、申立人に係る国民年金被保険者台帳及びＡ市の被保険者名簿を

見ると、当該住所変更の事蹟
じ せ き

は見当たらないことから、Ｂ市への住所変更手

続は行われていなかったものと考えられ、その場合制度上、申立人がＢ市で

申立期間の保険料を納付することはできない。 

加えて、国民年金被保険者台帳の昭和 45 年度摘要欄には、「未納期間７～

３」と記載されていることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料について納付した

ことを示す関連資料は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

なお、Ａ市の申立人に係る被保険者名簿を見ると、申立期間②に係る昭和

46 年３月の欄に「納」の押印が確認できるが、ⅰ）申立人自身が 46 年３月

当時はＡ市ではなくＢ市に居住していたと陳述していること、ⅱ）申立人の

所持する年金手帳を見ると同年３月の欄は検認印が押されておらず、国民年

金被保険者台帳の昭和 45 年度摘要欄にも「未納期間７～３」と記載されてい

ること、ⅲ）当該名簿においても、昭和 46 年３月の前後は未納となっている

こと、ⅳ）同年当時、国民年金保険料の収納は３か月単位で行われていたこ

と、ⅴ）申立人の保険料納付の記憶は曖昧であり、夫も当該期間の保険料が

未納であること等の事情に加え、当該名簿が 49 年以降に作成されたことを踏

まえて考えると、当該押印が有ることをもって、46 年３月の保険料が納付さ

れたものと判断することはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5207 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月から平成８年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から平成８年５月まで 

    社会保険事務所（当時）又は市役所から、電話又は書面にて、「今、年

金の保険料を納付しないと今後加入できない。」との案内を受け、妻が何

度もＡ市役所Ｂ支所年金課の窓口に足を運んだ。 

その際、職員から、「これまでの国民年金保険料を一括納付しないとい

けない。」と言われたが、一人につき約 90 万円かかるということで、妻は

自分の分の保険料納付をあきらめ、複数の銀行口座から預金を引き出し、

私の分の保険料だけを窓口で現金により一括納付した。 

領収書も紛失し、納付を証明できる資料も残っていないが、納付してい

るはずなのに、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得

できないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が、申立人の国民年金の加入手続を行うとともに、

申立期間の国民年金保険料を現金で一括納付したと申し立てている。 

   しかし、オンライン記録を見ると、申立人の基礎年金番号の付番日は平成

10 年７月６日であることが確認でき、申立期間は、制度上、時効により国民

年金保険料を納付できない期間である。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確

認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金加入の動機について、「納付年数は 25 年



                      

  

(300 月)必要であり、今すぐ保険料の納付を始めないと今後国民年金に加入

できないと案内を受けたため。」としているところ、オンライン記録による

と、申立人は、平成８年６月から国民年金保険料の納付を開始していること

から、同年６月以降、65 歳に到達する前月までの全ての期間について保険料

を納付した場合、納付期間は 304 月となって受給権を確保できることとなり、

申立人の陳述と納付状況は符合する。 

加えて、申立人の妻が納付したとする申立期間の国民年金保険料額は、当

時の保険料額と大きく異なる上、同人が申立期間の保険料を納付したことを

示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から同年 10月まで 

私は、会社を退職した昭和 63 年３月に、その後の手続について会社か

ら指導を受けていたので、国民年金もその他の手続と同様に、自身で加入

手続を行い、国民年金保険料を納付したはずである。 

しかし、私は国民年金の加入手続時期及び手続内容を覚えておらず、申

立期間の国民年金保険料もいつどこでどのように納付したのか、具体的に

詳細は覚えていない。しかし、他の退職者も同様に会社から指導を受けて、

保険料を納付していると聞いているので、私も同様に手続して納付してい

たと思う。 

私は、国民年金に加入後、報道で年金のことを聞き、平成４年７月から

５年３月の間にそれ以前の自身の年金記録を確認するため、Ａ役所の年金

課で記録内容を確認した。その際に市職員が、どこかに電話して内容を確

認した上で、私の年金記録に未納がないことを告げ、年金手帳に年金加入

期間を鉛筆で記入したので、私は記録に納付漏れがないことを確認したの

に、記録では、申立期間について、未納とされており納得できない。納付

記録をもう一度調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 63 年４月以降にＡ市で国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入時期をみると、申立人の国民年金手帳記号

番号直前の任意加入被保険者の資格取得年月日から、平成元年３月末頃にＡ

市で国民年金手帳記号番号の払出しを受けていることが推定できる上、昭和

63 年 11 月に初めて国民年金被保険者資格（第３号）を取得したことが申立



                      

  

人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿から確認でき、申立内容と符合しない。

また、加入時点において、申立期間は年金未加入期間となることから、申立

人は、同期間の国民年金保険料を制度上納付できない。 

このことは、平成 11 年８月 16 日付けで昭和 63 年４月１日の国民年金被

保険者資格（強制）の取得及び同年 11 月 11 日の同資格喪失の記録が追記さ

れていることがオンライン記録から確認できることと符合する。 

さらに、申立人は、会社を退職後の国民年金の加入手続時期及び内容を記

憶しておらず、現在所持する国民年金手帳の入手時期及び入手方法も記憶し

ていないと陳述している上、申立期間の国民年金保険料の納付状況について

も確認できなかった。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による申立期間の納付の可能性を確認

するため、オンライン記録による各種の氏名検索を行ったほか、国民年金手

帳記号番号払出簿の内容を確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5209 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 60年３月まで 

    私が 20 歳になった頃、Ａ市役所から国民年金の加入案内があったが、当

時、二人の子供を育てており、生活が大変だったので国民年金に加入しな

かった。 

その後、正確な時期は覚えていないが、Ａ市Ｂに住んでいた頃、同市役

所の女性職員が自宅に来て、国民年金の加入を勧められ、その場で加入手

続したと思う。 

私は、国民年金に加入当初、まとめて国民年金保険料は納付せず、切り

の良い年度初めの４月から、納付書を使用して、国民年金保険料の納付を

開始したと思う。Ａ市が、納付書による保険料徴収を開始したのが、昭和

54年度だということなので、54年４月から納付しているはずである。 

私は、申立期間当時、毎月継続的にＣ銀行で、国民年金保険料を納付し

ていたと思う。 

前夫の国民年金保険料について、いつの時期か覚えていないが、私が夫

婦二人分の保険料を毎月継続的に納付するようになったことを覚えている。 

国の記録では、私は、昭和 60 年に国民年金に加入手続をしたことにな

っているが、この時期は、私の国民年金手帳が初めて自宅に送付された時

期だったと思う。 

申立期間について、納付記録が無く、未納と記録されているので、もう

一度よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市Ｂに住んでいた昭和 47 年７月から 55 年２月までの間に、

同市で国民年金の加入手続を行い、同市から送付された納付書により、申立



                      

  

期間の国民年金保険料を、毎月納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入時期をみると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、Ａ市において、昭和 60 年４月に払い出されていることが国民年金

手帳記号番号払出簿から確認でき、また、申立人に係るＡ市の国民年金被保

険者名簿を見ると、同年４月９日に同名簿が作成されたことが確認でき、申

立内容と符合しない。 

さらに、Ａ市は、「Ａ市の国民年金保険料徴収員（昭和 52 年７月からは

促進員）が加入勧奨することはなかった。」と説明しており、同市職員が自

宅を訪問し、加入勧奨を行っていたとする陳述とも符合しない。 

加えて、国民年金手帳記号番号の払出時点において、申立人は、申立期間

のうち、昭和 54 年４月から 56 年 12 月までの国民年金保険料を時効により

制度上、納付することができず、57 年１月から 59 年３月までの保険料につ

いては、過年度納付が、同年４月から 60 年３月までの保険料については、

現年度納付が可能であったが、申立人は、毎月継続的に保険料を納付してお

り、過去の未納保険料を遡って納付した記憶はないと陳述している。 

また、オンライン記録を見ると、社会保険事務所（当時）が、催告を行い、

昭和 61 年 11 月６日に過年度納付書を作成したことが確認できることから、

同日時点において、申立期間の国民年金保険料が未納であったものと考える

のが自然である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て

確認したところ、申立人に対して昭和 47 年５月に別の手帳記号番号が払い

出されていることが確認できるが、Ａ市において、同手帳記号番号による国

民年金被保険者名簿が作成された事跡は無く、納付をうかがわせる事情も見

当たらない上、資格を取消されていることが同手帳記号番号払出簿から確認

でき、このほかに別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5210 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年６月から 55 年９月までの期間及び同年 10 月から 62 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 23年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 50年６月から 55年９月まで 

② 昭和 55年 10月から 62年１月まで 

        私は、昭和 50 年に出産した際に、保健婦から国民年金に未加入であるこ

とを指摘され、退院後にＡ市役所にて夫婦二人分の国民年金の加入手続を

行った。以降、私が夫婦二人分の国民年金保険料を、私の夫の給料日の翌

日に申立期間①はＢ銀行で、申立期間②はＣ銀行又はＤ銀行で、毎月納付

し続けてきたはずである。申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年の出産後に、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、

申立人が申立人夫婦の申立期間の国民年金保険料を納付し続けてきたと申し

立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入時期についてオンライン記録を見ると、

申立人の前後に国民年金手帳記号番号を取得している国民年金第３号被保険

者の社会保険事務所（当時）における処理日並びに国民年金第１号被保険者

の資格取得日及び納付日から、昭和 62 年３月又は同年４月頃に加入手続を行

ったものと推定でき、申立内容と符合しない。このことは、申立人が国民年

金の加入手続をしたとするＡ市において、申立人に係る国民年金被保険者名

簿が調製された形跡がないことと符合する。 

また申立人が初めて国民年金被保険者となったのは、昭和 62 年２月１日で

あることが、申立人に係るＥ市の被保険者名簿及びオンライン記録から確認

でき、申立期間は国民年金の未加入期間であることから、同期間の国民年金

保険料を、制度上納付できない。 



                      

  

さらに、申立期間は 11 年以上に及ぶ長期間であり、社会保険事務所、Ａ市

及びＥ市において事務的過誤が繰り返されたとは考え難い。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て

確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5211 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 50 年６月から 55 年９月までの期間及び同年 10 月から 62 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 25年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 50年６月から 55年９月まで 

② 昭和 55年 10月から 62年１月まで 

        私の妻は、昭和 50 年に出産した際に、保健婦から国民年金に未加入であ

ることを指摘され、退院後にＡ市役所で、夫婦二人分の国民年金の加入手

続を行った。以降、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を、私の給料日の翌

日に申立期間①はＢ銀行で、申立期間②はＣ銀行又はＤ銀行で、毎月納付

し続けてきたはずである。申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その妻が昭和 50 年の出産後に、Ａ市役所で国民年金加入手続を

行い、同人が申立人夫婦の申立期間の国民年金保険料を納付し続けてきたと

申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入時期についてオンライン記録を見ると、

申立人の前後に国民年金手帳記号番号を取得している国民年金第３号被保険

者の社会保険事務所（当時）における処理日並びに国民年金第１号被保険者

の資格取得日及び納付日から、平成７年 12 月から８年２月頃までに国民年金

加入手続を行ったものと推定でき、申立内容と符合しない。このことは、申

立人の妻が国民年金の加入手続を行ったとするＡ市において、申立人に係る

国民年金被保険者名簿が調製された形跡がないことと符合する。 

また、申立人が初めて国民年金被保険者となったのは、平成７年 12 月１日

であることが、申立人に係るＥ市の被保険者名簿及びオンライン記録から確

認でき、申立期間は国民年金の未加入期間であることから、同期間の国民年

金保険料を、制度上納付できない。 



                      

  

さらに、申立期間は 11 年以上に及ぶ長期間であり、社会保険事務所、Ａ市

及びＥ市において事務的過誤が繰り返されたとは考え難い。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て

確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5212 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 17 年５月から同年８月までの期間及び同年 10 月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年５月から同年８月まで 

           ② 平成 17年 10月から同年 12月まで 

私は、申立期間①の前の厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、母親

が国民年金被保険者資格の再取得手続を行い、平成 18 年１月に再び厚生年

金保険に加入するまで国民年金保険料を漏れなく納付していたと思う。そ

のため、申立期間①と②の間の厚生年金保険被保険者期間が重複し、還付

された記憶がある。 

金額は月額１万 3,000 円ぐらいで、学生納付特例期間及び厚生年金保険

加入期間以外は全て納付書で郵便局又は銀行に納め、免除及び猶予をした

ことがないということを母親から聞いているので、申立期間①が納付猶予、

申立期間②が未納とされているのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成 17 年４月頃にその母

親がＡ市で国民年金の再加入手続を行い、同年４月から 18 年１月に厚生年金

保険被保険者資格を取得する前月までの期間の国民年金保険料も母親が現年

度納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の再加入時期をみると、申立人は、平成 17 年４

月８日及び同年７月 21 日に同年７月以降の国民年金保険料に係る納付猶予

（30 歳未満の国民年金被保険者を対象とした、被保険者及びその配偶者の所

得により保険料納付を猶予する平成 17 年４月から新設された制度）の申請を

行っていることが納付猶予申請書から確認でき、同年４月頃に加入手続を行



                      

  

ったとする陳述と符合している。しかし、申立期間①は保険料の納付猶予期

間となり、制度上保険料を納付できない。 

なお、申立期間①直前の平成 17 年４月の国民年金保険料については、同年

５月 27 日に納付されているところ、申立人に係る保険料の納付猶予が承認さ

れたのが同年６月 17 日であったことから、同時点において既に納付済みであ

った同年４月については、還付処理を行わず、同年５月の保険料については、

同年６月 17 日の納付であったことから、同年６月 22 日付けで還付処理され

ていることがオンライン記録から確認できるが、当該記録に不自然さはみら

れない。 

また、申立人の母親は、申立人が申立期間①直後の平成 17 年９月に厚生年

金保険被保険者資格を取得した後も国民年金保険料を納付したため、同年９

月の保険料が還付された記憶があると陳述しているが、上述のとおり、同年

６月 22 日付けで同年５月の保険料が還付処理されたことがオンライン記録及

び国民年金保険料還付請求処理票から確認でき、同人の記憶はこの時のもの

と考えるのが自然である。 

申立期間②について、申立人は、平成 17 年４月に国民年金の加入手続を行

い、平成 17 年度分の国民年金保険料の納付書を取得していたと考えられるこ

とから、申立期間の保険料を現年度納付することが可能であった。 

しかし、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成 17 年 10 月以

降の国民年金の再加入手続について、申立人の母親は手続を行った記憶がな

いと陳述しているところ、オンライン記録を見ると、同年 10 月１日（厚生年

金保険被保険者資格の喪失日）を原因として、第１号・第３号被保険者取得

勧奨を同年 12 月 21 日に、また、19 年８月 24 日に未加入期間国年適用勧奨

を行っていることが確認できることと符合している。この場合、勧奨時点で

は申立期間②は年金未加入期間となるため、制度上、国民年金保険料を納付

することができない。また、仮に申立期間②の保険料が納付された場合、保

険料が還付されることとなるが、申立期間の保険料が還付された事跡は見当

たらない。 

さらに、申立期間①及び②は、市町村が実施していた国民年金保険料の収

納事務が国に一元化されたことに伴い、事務処理の機械化が一層促進された

平成 14 年４月以降であり、納付データは金融機関からの電磁的データをもっ

て収録されていることから、複数の金融機関で納付していたとする納付記録

が、連続して記録漏れが生じる可能性はきわめて低いものと考えられる。 

加えて、納付を担当していた申立人の母親は、申立期間当時の家計簿、金

融機関の預貯金通帳等の関連資料を所持しておらず、申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5213 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 14 年８月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14年８月 

私は、平成 14 年８月に会社を退職後、申立期間の国民年金保険料の納

付書が自宅に送付されてきたが、自身では退職した日の翌月から次の会社

に就職して、年金の未納期間はないと考えていたので、申立期間の納付の

理由を尋ねるため、Ａ社会保険事務所（当時）に行き、申立期間の納付理

由を聞いた記憶があり、その際に、納付理由の説明を受け、後日、同社会

保険事務所で申立期間の保険料を納付した。 

私は今までに厚生年金保険被保険者期間に挟まれた未納期間（平成 14

年８月及び 15 年 12 月）について２回納付書が送付されてきた記憶があり、

１度目の申立期間に納付理由の説明を受けたので、２度目の平成 15 年 12

月分の納付書を受けとった時は、前回と同じように考えて納付した。 

その後も、平成 19 年 10 月 16 日に自身の納付記録確認のためＡ社会保

険事務所に行った際に、昭和 61 年 10 月から第３号被保険者として国民年

金に加入以後の年金記録について空いている期間はないと回答してもらっ

たのに、申立期間が、未加入の記録とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成 14 年８月以降に、Ａ

社会保険事務所から国民年金保険料の納付書が送付されたことから、同社会

保険事務所に出向き納付理由の説明を受け、申立期間の保険料を納付したと

申し立てている。 

そこで、申立人に係るオンライン記録を見ると、Ａ社会保険事務所が平成

14 年に申立人に対し国民年金の加入勧奨を行った記録があり、申立人の自宅

に送付された文書は納付書ではなく加入勧奨の書類であったものと考えられ



                      

  

る。しかし、申立人が、勧奨後に第１号被保険者の資格を取得した記録は無

く、申立期間は年金未加入期間とされている。この場合、社会保険事務所

（当時）が申立期間の国民年金保険料の納付書を作成することはなく、申立

人が同期間の保険料を納付することは制度上できない。 

なお、申立人は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成 15 年 12 月に

ついても同様に、Ａ社会保険事務所から送付された納付書を使用して、同社

会保険事務所で同年 12 月の国民年金保険料を納付していると陳述し、このこ

とは申立人が所持している保険料領収証書により裏付けられるとしているが、

申立人に係るオンライン記録を見ると、同年に申立人に対し国民年金の加入

勧奨を行い、同年 12 月 27 日付けで第 1 号被保険者資格を取得した記録があ

ることから申立人は、同社会保険事務所において、国民年金の加入手続を行

うとともに同年 12月の保険料を納付したと考えるのが自然である。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

さらに、申立期間は、市町村が実施していた国民年金保険料の収納事務が

国に一元化されたことに伴い、事務処理の機械化が一層促進された平成 14 年

４月以降であり、納付データは金融機関からの電磁的データをもって収録さ

れていることから、納付記録に事務的過誤が生じる可能性は極めて低いもの

と考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5214 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 54年生 

    住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年４月から同年８月まで 

    私の母親が、平成 14 年度の国民年金保険料の学生納付特例を申請し忘れ

たことに気づき、母親が、Ａ社会保険事務所（当時）に電話で相談したと

ころ、職員からは、「今から学生納付特例を申請すれば、平成 14 年９月

から 15 年３月までの保険料は適用される。しかし、14 年４月から同年８

月までの未納保険料は納付してください。」と言われたと母親から聞いて

いる。 

その後、Ａ社会保険事務所から現年度用の納付書の送付があり、母親が

Ｂ銀行又はＣ銀行で、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付してくれ

たと思う。 

私の母親が、国民年金保険料を納付してくれていたにもかかわらず、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

                                                                                                                                                                                                                                   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社会保険事務所から送付された申立期間に係る国民年金保険

料の納付書を使用し、金融機関でまとめて保険料を納付したと申し立ててい

る。 

そこで、申立人に係るオンライン記録を見ると、社会保険事務所（当時）

が、平成 14 年 12 月２日に申立期間に係る国民年金保険料の納付書を作成し

ていることが確認でき、申立内容と符合しているが、同納付書を使用し、保

険料を一括納付したと陳述するＢ銀行及びＣ銀行における領収済通知書は廃

棄されており、ほかに納付していたことを示す関連資料が無いため確認でき

ない。 

また、平成 14 年４月以降は、既に国民年金保険料の収納業務が国に一元



                      

  

化されたことに伴い、保険料納付記録については、電磁的データによる事務

処理の機械化が促進された時期であり、保険料収納及び保険料納付記録管理

における事務的過誤が生じる可能性は低いとされている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。  



                      

  

大阪国民年金 事案 5215 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 10 月から９年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10月から９年３月まで 

    私は、平成６年 10 月にＡ市役所で国民年金の加入手続を行った。当時は

大学生であり収入が少なかったので国民年金保険料は免除を申請していた。

これについて社会保険事務所（当時）で調べてもらったが免除の記録は無

く、Ａ市にも免除の記録は無いとのことであった。 

申立期間が免除の記録とされていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学入学のため親元を離れてＡ市に居住していた平成６年 10 月

にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は免除

の手続をしたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入手続時期をみると、Ａ市の国民年金被保

険者名簿から、被保険者資格の取得日は平成６年 10 月 22 日となっており、

同年 10 月 26 日に手続された記録が確認できることから、申立期間の国民年

金保険料の免除申請を行うことができるところ、申立期間当時、別居の学生

に係る保険料の免除申請については、親元の世帯の所得状況により審査する

こととなっていたが、申立人は、両親の収入に関する確認を受けた記憶はな

いと陳述している。なお、申立期間当時、申立人の両親は共に共済組合加入

者であることから、免除承認基準に該当していたとは考え難い。 

また、オンライン記録を見ると、申立期間の国民年金保険料について免除

された形跡は見当たらない上、申立期間当時の保険料の免除申請は、申請受

付後の事務処理を機械化により行っていることから、オンライン記録に登録

されないまま申立人の国民年金保険料の免除が承認されたものとは考え難い。 

さらに、申立期間は、30 か月と長期間であり、この間に３回の免除申請手

続が必要であるが、連続して免除手続及び記録の過誤があったとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5216 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の平成２年９月から３年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 36年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 平成２年９月から３年５月まで 

私が、Ａ市に住んでいた頃に、Ｂ市Ｃ区の実家に督促状が届いた。 

申立期間は、勤務先が厚生年金保険の適用事業所ではなかったため、国

民年金又は国民健康保険の督促状が送られてきたと思うが、国民年金の加

入手続をしたことはない。 

また、国民年金保険料については、一括払いができないため、分割の納

付書を郵送してもらい、毎月１万円ずつ、合計 10 万円から 20 万円を銀行

で妻が納付したと思う。 

申立期間が未納とされていることに納得できないため、年金記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、昭和 53 年３月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得して以降、これまでに国民年金被保険者資格を取得した

形跡はないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保

険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間当時、実家のあったＢ市Ｃ区に督促状が送付さ

れてきたと主張している一方、国民年金の加入手続を行わなかったと陳述し

ている。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、一括納付ができ

ないため、毎月１万円ずつ申立人の妻が金融機関の窓口で納付し、その合計

額は 10 万から 20 万円であったと申し立てているが、申立期間の保険料額は、

７万 6,800円であり、申立内容と符合しない。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、国民



                      

  

年金の加入手続を行い、国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、

申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記号番号の

払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほか、当時

の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て視認したが、申

立人に対して手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

このほか、申立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の妻からは、

申立期間当時の状況を確認できないため、保険料に関する具体的な納付状況

が不明である上、申立人が申立期間の保険料について納付したことを示す関

連資料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5217 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 44 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 24年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 44年４月から 50年３月まで 

私は、昭和 50 年６月頃、未納が続くと年金の受給ができなくなり将来に

不安を感じるようになったため、国民年金保険料を遡って納付するため、

夫に依頼してＡ市役所年金課で国民年金の加入手続をしてもらった。 

その際、私及び夫の国民年金保険料額を試算してもらったところ、夫は

約 10 万円、私は６万円から７万円で遡って納付することができるとＡ市の

職員から説明を受け、夫よりも金額が低かった私の未納分の保険料のみを、

加入手続をした２日から３日後にＡ市役所年金課で、夫が納付した。 

申立期間が未納とされていることに納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金保険料を申立人の夫がＡ市役所年金課

の窓口で納付したと申し立てているところ、制度上、特例納付に係る保険料

を市役所で納付することはできず、申立内容と符合しない。 

 また、申立人に係る特殊台帳の昭和 48 年度及び 49 年度の納付記録欄には、

両年度の境界線上に「50 催」と押印されていることが確認できるところ、こ

れについて日本年金機構Ｂ事務センターでは「昭和 48 年度及び 49 年度の保

険料が未納であったため、昭和 50 年に催告状を送付したと考えられる。また、

催告状を送付した時期は、同年秋頃と考えられる。」と回答していることか

ら、催告状を送付した昭和 50 年秋頃の時点では、少なくとも申立期間のうち

昭和 48 年度及び 49 年度２年間分の国民年金保険料が未納であったと推定で

き、申立人の夫が加入手続を行った２日から３日後に申立人の保険料を納付

したとする陳述と符合しない。 

さらに、上述の特殊台帳には、申立人が申立期間の国民年金保険料を特例



                      

  

納付した事跡及び不自然な記録訂正を行った事跡は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付したことを示す

関連資料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5218 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年３月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年３月から 60年３月まで 

私は、夜間大学に通学しながら勤務していた会社を退職後の昭和 59 年

４月頃、自分で社会保険事務所（当時）又は市役所のいずれかで、国民年

金の加入手続を行った。 

申立期間当時、市民税の減額制度があり、税金が通常の半分程度ですん

だため、加入手続後に数か月分の国民年金保険料数万円をまとめて納付し

たことを記憶している。申立期間の保険料は納付しているはずなので、よ

く調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の国民年金の加入時期を調査すると、申立人の国民年金手帳記号番

号前後の第３号被保険者の届出状況から昭和 62 年７月又は同年８月頃と推認

でき、この時点において、60 年４月１日まで遡って国民年金被保険者資格を

取得していることがオンライン記録により確認できることから、当該時点か

ら 62 年９月 16 日付けで申立人の国民年金被保険者資格の取得日が 59 年３月

２日に訂正処理が行われるまでの間は、申立期間は未加入期間であり、国民

年金保険料は、制度上、納付することができない上、前述の加入時期におい

て申立期間が国民年金の加入期間となっていたとしても、加入時点において、

申立期間の保険料は、時効により、制度上納付することができない。 

  また、申立人は、加入手続後にまとめて数か月分の保険料を納付したと陳

述しているところ、昭和 63 年 10 月７日付けで過年度の納付書が作成されて

いることがオンライン記録により確認でき、60 年４月から 62 年３月までの

保険料は過年度保険料として納付しているとするＡ年金事務所（当時）の見

解と符合することから、申立人がまとめて納付したとする保険料は、この過



                      

  

年度納付のことであったと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国

民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンラインによる各種の

氏名検索を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたことを

示す関連資料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5219 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成６年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成６年３月まで 

私は申立期間当時、開業して店を持つという夢を抱いており、親及び叔

父に相談したところ、将来、Ａ金融機関から事業資金の融資を希望するの

なら、国民年金には加入しておいたほうが良いとアドバイスを受けたので、

将来融資を受ける際、私自身の損にならないためにも、また、結婚した時

は、もしもの時に役に立つと考え、国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付してきた。 

私が国民年金の加入手続をした時期は、会社を退職した昭和 63 年４月

頃にＢ市役所で行ったか、又は平成２年４月頃に同市役所で健康保険任意

継続被保険者資格の喪失の手続をした際に、同時に国民年金の加入手続を

したと思う。 

その後、結婚前の国民年金保険料は、私自身が毎月又は前納によって納

付し、結婚後の保険料は、夫婦一緒に前納によって私又は妻が納付してい

た。 

申立期間が未納とされているのは納得できないので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は無く、申立人

の国民年金記録は平成９年１月の基礎年金番号導入後、申立人が厚生年金保

険の被保険者資格を喪失した同年４月１日に昭和 63 年４月８日まで遡って国

民年金被保険者資格を取得していることが確認できることから、申立期間は、

当該時点までは国民年金に未加入であり、制度上、国民年金保険料を納付す

ることができない上、国民年金被保険者資格の取得時点において、申立期間

の保険料は、時効により、制度上納付することができない。 



                      

  

また、申立人が申立内容のとおり、申立期間の国民年金保険料を納付する

ためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、当時の

住所地に係る国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て視認するとともに、

オンライン記録により各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間は６年間（72 か月）と長期間である上、申立期間のうち

結婚後の平成３年５月以降の国民年金保険料を一緒に前納していたとする申

立人の妻も当該期間は未納であり、結婚前の 37 か月間及び結婚後の 35 か月

間の納付記録が毎回連続して欠落するとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付したことを示す

関連資料は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

なお、Ａ金融機関が事業資金を融資する際に必要とする要件については、

同機関によると、「税金の納付状況を審査することはあるが、国民年金保険

料の納付状況を審査することはない。」としている。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5220 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年５月から６年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年５月から６年３月まで 

申立期間当時、私の夫は開業して店を持つという夢を抱いており、将来

のために国民年金保険料を納めておいた方が良いとの夫の考えから、私も

保険料を納付していた。 

私は国民年金の加入手続をした記憶はないが、市役所から送られてきた

納付書で、毎年、夫婦の国民年金保険料を一緒に前納で、私又は夫が、銀

行又は郵便局で支払っていた。 

申立期間が未納とされているのは、納得できないのでよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前

後の払出し状況から平成６年７月頃に払い出されており、この頃に申立人の

第３号被保険者資格の取得手続が行われたものと推定され、元年 12 月 30 日

まで遡って国民年金被保険者資格を取得していることが確認できる。したが

って、申立期間は、当該時点までは国民年金に未加入である上、当該払出し

の時点では、申立期間のうち、４年５月以前の国民年金保険料は、時効によ

り、制度上、納付することができず、同年６月以後の保険料は過年度納付す

ることが可能であるものの、申立期間の保険料を前納で納付していたとする

申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民

年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録により旧姓

を含む各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人夫婦に係る国民年金保険料の納付状況をオンライン記録で



                      

  

見ると、平成９年度から 14 年度までの５年間分の保険料を夫婦共に全て同一

日に納付していることが確認でき、このうち、10 年度から 14 年度までの保

険料は前納していることが確認できるが、申立人から申立期間の保険料に関

する納付時期及び保険料額などの具体的な陳述が得られないこと、及び申立

人の夫も申立期間の保険料が未納であることを踏まえると、夫婦の保険料を

一緒に前納で納付していたとする申立人の陳述は、当該期間（平成９年度か

ら 14年度まで）の保険料であったと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付したことを示す

関連資料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年 10月から 52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から 52年３月まで 

    「国民の義務だから、国民年金に入らないといけない。」と母に言われ、

学生の間は母が国民年金保険料を納付してくれたが、卒業と同時に就職し

半年で退社したときも母が、「あなたが年老いた時に困らないように、国

民年金は納付しておくわね。」と言ってくれた。 

    この時、母にいつまでも世話をかけて申し訳ないという気持ちになった

ことを記憶している。 

    母は律儀な女性だったので、申立期間の国民年金保険料を納付していな

かったとは考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 46 年 11 月にＡ市Ｂ区で払い出されており、Ｂ区保管の被保険者名簿及

びオンライン記録を見ると、申立人は、同年 10 月７日に国民年金被保険者資

格を取得し、同年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料が納付済みとな

っている。 

しかし、申立人は、昭和 50 年４月１日の厚生年金保険被保険者資格の取

得に伴い、同日付けで国民年金被保険者資格を喪失しており、その後、申立

期間直後の 52 年４月１日に共済組合の組合員資格を取得するまで、申立期間

において、国民年金被保険者資格を再取得した事跡は認められず、申立期間

は国民年金の未加入期間であることから、制度上、申立期間の国民年金保険

料を納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ



                      

  

たほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行

ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

さらに、申立人は、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれていたと主張するのみで、加入手続、保険料納付

及び再加入手続に直接関与しておらず、これらの手続を行ったとする申立人

の母親は既に他界しており、申立人が申立期間の保険料の納付を行ったとす

る事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなか

った。 

加えて、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付したことを確認できる

家計簿等の関連資料も保存しておらず、このほか申立期間における保険料の

納付をうかがわせる事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月及び同年２月 

    私は、平成６年１月に公務員を辞めた。当時、次の就職先が決まってお

らず将来に不安を感じたため、妻が、失職後すぐにＡ市Ｂ区役所に出向き、

自身の国民年金への切替手続とともに、私の国民年金の加入手続を行った。 

    その後、平成６年２月又は同年３月頃に、妻が自身の同年１月及び同年

２月の国民年金保険料と一緒に、私の申立期間に係る保険料も納付した。 

    申立期間について、妻の国民年金保険料は納付済みとなっているにもか

かわらず、私の保険料のみが未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年１月に退職後すぐに、妻がＢ区役所で申立人の国民年

金の加入手続を行い、同年２月又は同年３月に申立期間の夫婦分の国民年金

保険料を納付したと申し立てている。 

   しかし、オンライン記録を見ると、申立人は、平成６年１月 22 日に共済組

合の組合員資格を喪失し、同年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

しているが、申立期間において、国民年金被保険者資格を取得した履歴は認

められず、申立期間は国民年金の未加入期間であることから、制度上、国民

年金保険料を納付することはできない。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳には、申立人が国民年金に加入した

記録は無い。 

   そこで、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳

記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

が、申立人に対して手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 



                      

  

   また、申立人の妻のオンライン記録を見ると、申立人の共済組合の組合員

資格及び厚生年金保険被保険者資格の得喪に伴う種別変更手続は、平成６年

８月８日及び同年８月 17 日に行われており、妻の申立期間の国民年金保険料

については、同年８月 22 日に社会保険事務所（当時）から過年度納付書が発

行され、同年９月 28日に過年度納付されている。 

   一方、申立人の妻の所持する年金手帳の住所欄を見ると、平成６年７月 14

日にＢ区からＡ市Ｃ区Ｄ町へ住所変更されており、申立人及びその妻の戸籍

附票並びにオンライン記録を見ると、同年２月５日にＢ区からＡ市Ｅ区、同

月 27 日にＥ区からＣ区Ｆ町、同年５月 14 日にＣ区Ｆ町から同区Ｄ町へ住所

変更がなされているところ、妻が被保険者資格の種別変更手続を行った同年

８月時点において、申立人及びその妻の住所地はＣ区であることから、「妻

が、平成６年１月の申立人の退職後すぐに、Ｂ区役所で妻自身の種別変更手

続とともに申立人の国民年金の加入手続を行い、同年２月又は同年３月に申

立期間の夫婦分に係る国民年金保険料を納付した。」とする申立内容と符合

しない。 

   さらに、申立人は、申立期間における国民年金の加入手続及び国民年金保

険料の納付に直接関与しておらず、これらを担っていた申立人の妻の記憶も

明確ではなく、また、申立期間の保険料について納付していたことを示す関

連資料は無く、ほかに、申立人が申立期間の国民年金保険料の納付を行った

とする事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはでき

なかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5223 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年８月から３年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年８月から３年１月まで 

平成元年８月頃、私が会社を退職し、独立して自営するようになったこ

とに伴って、妻が市の支所で、ほかの健康保険の手続などと一緒に、私の

国民年金の加入手続を行ったはずである。私はそれ以降、３年２月に厚生

年金保険に加入するまでの間、妻に国民年金保険料の納付を任せており、

妻によれば、毎月金融機関の窓口で納付書に夫婦二人分の保険料額の現金

を添えて納付し、その都度領収書を受け取っていたということである。 

妻の性格上、必要な手続があればその都度必ず行っているに違いないし、

申立期間当時はまだ子供が小さかったことからも、妻が国民年金の加入手

続をしていないということは考えられない。 

ところが、妻のねんきん特別便を見たところ、申立期間については納付

済みとされている一方、自分については未加入期間とされており、私たち

夫婦はいつも一緒に国民年金保険料を納付していたはずであるのに、記録

が異なっているのもおかしいと思う。当時の保険料納付の証拠となるよう

なものは何も残っていないが、よく調査した上、納付記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の資格記録について、申立人に係るＡ市の国民年金被保

険者検認台帳の記載を見ると、昭和 60 年２月１日に資格を取得し、61 年 10

月１日に厚生年金保険の加入に伴い資格を喪失したあと、国民年金に再加入

した事跡が認められない上、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録

（１）欄を見ても、同様の記載であることが確認でき、これらの状況はオン

ライン記録とも一致する。この場合、申立期間は未加入期間となることから、



                      

  

制度上、申立期間に係る国民年金保険料を納付することはできず、申立人に

対し、納付書は発行されない。 

また、申立人は、平成 20 年６月 24 日付け作成の申立人の妻のねんきん特

別便において、申立期間は、納付済期間とされているとし、いつも夫婦一緒

に国民年金保険料を納付していたことから、妻が納付しているならば、自分

も必ず納付しているはずであると主張しているが、申立人の妻のオンライン

記録によると、上記ねんきん特別便作成時点において、申立期間は国民年金

第３号被保険者期間として認識されており、そのために、ねんきん特別便上

は、「納付済期間」として記載されたものと考えられる。その後、申立人の

妻の資格記録は、21 年 12 月に行った老齢厚生年金の裁定請求時、申立期間

が第３号被保険者非該当期間であることが判明したのに伴い、22 年１月８日

付けで年金事務所において、申立期間が第３号被保険者期間から未加入期間

へと、職権にて訂正処理されていることが確認でき、これら一連の事務処理

には、特に不自然な点は見当たらない。 

さらに、このように、申立人の妻について、申立期間が、当初第３号被保

険者期間と認識されていた状況は、申立人の妻が所持する年金手帳の国民年

金の記録（１）欄において、昭和 61 年 10 月１日から平成３年２月１日まで

の期間に対し、「第３号－Ａ」とゴム印の表示がなされていることとも符合

する。この場合、元年８月の申立人の退職に伴って、夫婦一緒に遅滞なく国

民年金の関係手続を行ったとする申立内容とは相違するとともに、申立期間

当時、申立人の妻に対して国民年金保険料の納付書は発行されず、申立人と

一緒に申立期間に係る保険料を納付することはできない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て

確認したが、申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人は国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に直接

関与しておらず、申立人から国民年金の関係手続の一切を任されていたとす

る申立人の妻の加入手続及び保険料納付をめぐる記憶は曖昧である上、申立

人の妻が申立期間の保険料について納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 11 月から 50 年２月までの期間及び平成２年４月から

同年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年 11 月から 50 年２月まで 

         ② 平成２年４月から同年７月まで 

昭和 46 年 11 月頃、父親がＡ市役所で私の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料も納めてくれたはずである。 

父親は亡くなっており、詳しいことは分からないが、納めてくれたのは

間違いないと思うので、調査の上、納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年 11 月頃に申立人の父親が国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているが、オンライン記録によると、申立人に係る加入手続が行

われた時点は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が払い出されて

いる第３号被保険者に係る事務処理日から平成４年９月頃と推認され、この

時点では、申立期間①及び②は記録上、国民年金の未加入期間となり、国民

年金保険料を納付することはできない。 

また、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付することが可能な別の国

民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検

索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容

を全て確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料

の納付に直接関与しておらず、加入手続及び保険料納付をめぐる状況は不明

であるほか、申立人の父親が申立期間の保険料について納付したことを示す

関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年７月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年７月から 55年３月まで 

    私は、16 歳ぐらいから家業を手伝っていた。昭和 50 年頃、役所から国

民年金の案内が届いたので、時期ははっきりとは覚えていないが、母親が

国民年金の加入手続を行ってくれた。その後、私が結婚するまでは母親が、

結婚後は妻が私の国民年金保険料を納めてくれていた。母親は既に亡くな

っており、家業も廃業しているので、確認する資料はないが、申立期間に

ついて母親が納付してくれていたはずであり、調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前

後の番号が払い出されている任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 55 年

５月又は同年６月頃であると推認されることから、申立人はこの時に 50 年７

月に遡って資格を取得したものと考えられる。この場合、同年頃に加入手続

を行ったとする申立人の主張とは一致しない上、当該加入手続時点において、

申立期間のうち一部の期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間

となる。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確

認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は国民年金保険料の納付には直接関与しておらず、申立人

の保険料を納付していたとする申立人の母親は既に亡くなっており、納付の



                      

  

状況は不明であるほか、申立期間の保険料について納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年５月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年５月から３年３月まで 

 私は、大学を中退した平成２年５月から翌年４月に就職するまでアルバ

イトをしていた間、国民年金保険料を納付していた。加入手続の状況及び

国民年金手帳の交付については覚えていないが、アルバイトの限られた収

入の中で保険料を納付するのに苦労していたことを覚えている。納付先は

おそらく銀行で、当時の保険料はまだ１万円を超えていなかったと思われ

る。申立期間については、15 年に行政評価局を通じて市役所に国民年金の

記録を照会したことがあったが、保険料納付済期間とは認められなかった。

しかし、申立期間について未納とする記録には納得できないので、今回改

めて申し立てることにした。申立期間について、調査の上、年金記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人が加入手続を行った時点は、申立人の国

民年金手帳記号番号の前後の番号が払い出されている第３号被保険者に係る

事務処理日から、平成４年１月又は同年２月頃と推認される。また、申立人

は、申立期間の始期である平成２年５月頃に国民年金手帳の発行を受けた明

確な記憶はないとしている上、Ａ市の国民年金被保険者台帳によると、申立

期間については未加入期間である旨記録されており、国民年金保険料の納付

記録は確認できず、オンライン記録と一致していることから、申立人が申立

期間において、国民年金の被保険者として取り扱われていたとは考え難い。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により、各種の氏名検索を

行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ



                      

  

せる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたことを

示す関連資料は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5227 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年７月 

    いつ頃のことであったか覚えていないが、Ａ市役所Ｂ支所から国民年金

の保険料が１か月だけ未納にされているので納付するようにとの電話によ

る督促を受け、私はＢ支所で１か月分の保険料を遡って納付したことがあ

った。保険料額及びどれぐらい遡って納付したのかといったことについて

は覚えていないが、納付したとき、受付の職員がこれで未納の期間はなく

なったと確認してくれたことを覚えているので、私に未納期間があるとは

考えられない。申立期間について、調査の上、記録の訂正を求めたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るオンライン記録によると、平成８年７月 23 日付けの届出に

より、申立期間直後の昭和 63 年８月から平成元年 10 月までの期間が国民年

金の第３号特例納付期間に承認された上、当該変更に加えて申立期間を第３

号被保険者期間から第１号被保険者期間に変更する旨の入力処理が８年８月

２日に行われたことが確認できる。また、申立人の前夫に係るオンライン記

録によると、申立人の前夫は、昭和 63 年７月 31 日に厚生年金保険被保険者

資格を喪失し、同年８月１日に再就職により同資格を再取得しており、申立

期間である同年７月については、制度上、国民年金に加入すべき期間となる

ものの、国民年金に加入していないことが確認できる。これらを踏まえると、

申立期間が第１号被保険者の未納期間である旨取り扱われたのは平成８年８

月以降であると推認され、この時点では申立期間は時効により国民年金保険

料を納付できない期間となる。 

また、申立人は、正確な納付時期は記憶していないものの、申立期間の国

民年金保険料については、Ａ市役所Ｂ支所から電話で督促を受けて、同支所



                      

  

で納付したと主張しているが、Ａ市においてＢ支所が開設されたのは平成８

年であり、同支所の開設以降では、申立期間は上記と同様に、時効により保

険料を納付することができない期間となる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の保険料を

納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 5228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年４月から 10 年 12 月までの期間及び 13 年４月から 14 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年４月から 10年 12月まで 

             ② 平成 13年４月から 14年１月まで 

    私は、20 歳から国民年金保険料を納付してきたが、Ａ市Ｂ区に転入後の

平成８年４月から夜間の学校に通うようになり、保険料の納付が困難にな

ったことから、区役所で免除申請を行ったが認められず、保険料を滞納し

ていた。 

 平成 11 年３月に学校を卒業後、時期は定かではないが、納付期限が過ぎ

ると区役所では国民年金保険料を納付できなくなると聞き、急いで銀行で

預金を引き出した上、そのまま区役所へ出向き１年分ずつまとめて保険料

を納付した。これで、それまでの未納保険料は全て納付したと思っていた

のに、申立期間①が未納とされていることは納得できない。 

    申立期間②については、どのように納付したのか記憶は定かではないが、

納付したと思うので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人のオンライン記録によると、平成 13 年２月

20 日に、その時点で２年の時効にかからず納付が可能であった申立期間①直

後の 11 年１月から 12 年３月までの１年３か月分の国民年金保険料を過年度

納付するとともに、当該納付日の１週間後である 13 年２月 27 日に、12 年４

月から申立期間②直前の 13 年３月までの１年分の保険料を現年度納付してい

ることが確認できる。この場合、これらの納付日時点において、申立期間①

の保険料は、制度上、時効により納付することができなかったものと考えら

れる。 



                      

  

 また、申立人が所持する預金通帳を見ると、上記の各納付日と同日に、そ

れぞれ 21 万円及び 20 万円の出金記録が確認できるとともに、その金額は、

当該過年度保険料額及び現年度保険料額と符合しているほか、これらの出金

記録前後に 10 万円を超える出金記録は見当たらない上、申立人も、国民健康

保険料及び市民税をまとめて納付したことはあるが、この２回以外にこれほ

どの大金を預金から引き出した記憶はないと陳述している。 

 申立期間②について、申立人は、国民年金保険料を納付したと申し立てて

いるのみであり、申立人に改めて当時の納付状況について聴取しても、具体

的な陳述を得ることができなかった上、申立人のオンライン記録によると、

申立人が厚生年金保険に加入後の平成 15年 11月４日に、社会保険事務所(当

時)が未納期間に係る保険料の納付書を作成したことが確認できるところ、申

立人は、当時、未納保険料の納付催告等を受けた記憶はないと陳述している。 

   また、別の国民年金手帳記号番号及び別の基礎年金番号の払出しの可能性

について、国民年金手帳記号番号払出簿の内容を検索ツールで確認するとと

もに、オンライン記録により氏名検索を行ったが、いずれも申立人に対して

別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないほ

か、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したとする時期は、

基礎年金番号が導入された平成９年１月以降であり、特に収納事務の機械化

等により記録管理の強化が図られていることから、納付記録が欠落する可能

性は極めて低いものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料について納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年２月及び同年３月 

 私は、年金の重要性を理解しており、学生であった 20 歳から国民年金に

加入し、会社に就職するまで国民年金保険料を納付してきた。 

その後、平成 12 年１月末に会社を退職し、一時的に厚生年金保険被保険

者資格を喪失したが、国民年金への再加入が必要であることを理解してい

たので、再取得手続も自分で行い、国民年金保険料を納付していた。 

申立期間当時は住所の異動も重なっており、行政側が事務処理を誤った

のではないかと疑っている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のオンライン記録によると、申立人が 20 歳に到達した平成６年＊月

から、厚生年金保険被保険者資格を取得する前月の９年３月まで、国民年金

保険料を全て納付するとともに、申立人が所持する年金手帳を見ると、Ａ市

Ｂ区において交付され、同年２月にＣ市へ住所変更した記載が確認できるこ

とから、当時、国民年金の住所変更手続が適切に行われ、転居後も同市にお

いて保険料を納付していたことが認められる。 

   しかしながら、申立人は、平成 12 年１月末に会社を退職した直後の申立期

間当時は、Ｄ市Ｅ区に居住していたとしているところ、上記年金手帳には同

区における住所の記載が見当たらないことから、この手帳からは、同区にお

いて国民年金の再取得手続が行われたことをうかがうことができないほか、

申立人は、会社を退職後に再取得手続を行い、申立期間の国民年金保険料を

納付していたとするのみであり、具体的な手続の状況及び納付の状況につい

てはよく覚えていないとしている。 

 また、申立人のオンライン記録によると、平成 13 年６月８日に社会保険事



                      

  

務所(当時)が未納期間に係る国民年金保険料の納付書を作成した記録が確認

できるところ、申立人は、納付督促があったかどうかについては記憶にない

が、未納期間の保険料を遡って納付したことはないとしている。 

   さらに、別の国民年金手帳記号番号及び別の基礎年金番号の払出しの可能

性について、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったが、いずれも申

立人に対して別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらないほか、基礎年金番号が導入された平成９年１月以降は、特に収納

事務の機械化等により記録管理の強化が図られていることから、納付記録が

欠落する可能性は極めて低いものと考えられる。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年４月から 16 年１月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年４月から 16年１月まで 

    私は、平成 12 年１月に国民年金に加入し、国民年金保険料を免除しても

らっていたが、日本の大学に１年間通ったあと、13 年５月にＡ国の大学に

留学するため出国した。 

 平成 15 年５月に帰国したとき、父の経営する会社が危機的状況であった

ので、Ａ国に戻るのをあきらめ、そのまま会社を手伝うようになった。 

 平成 16 年３月頃、突然、社会保険事務所(当時)の職員が過去の未納期間

の国民年金保険料を集金に来たので、私が、海外留学する前に免除申請し

ているので、留学中の期間も引き続き免除されているものと思っていたこ

とを話すと、その職員は、今から免除申請して遡って免除できるかどうか

事務所に帰って確認し、遡って免除できないときには連絡するとのことで

あったが、その後、何の連絡も無かったので免除が認められたものと思っ

ていた。 

 しかし、申立期間については、国民年金の未納期間及び未加入期間とさ

れており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 13 年５月に海外留学する前に国民年金保険料の免除申請を

行ったとしているところ、申立人のオンライン記録を見ると、申立内容のと

おり、同年５月 31 日に免除申請し、申請日の前月である同年４月から当該年

度末であり申立期間直前の 14 年３月までが免除期間とされるとともに、帰国

後、社会保険事務所の職員が過去の未納期間の保険料を集金に訪れたとする

時期の 16 年３月 18 日に免除申請し、申請日の前月である申立期間直後の同

年２月から同年６月まで免除期間として具体的に記録されているほか、その



                      

  

他の免除期間についても、それぞれ申請日と免除期間との関係を含めて、制

度上、不合理な点は認められない。 

 また、国民年金保険料の免除申請は、基本的に毎年行う必要があるところ、

留学中の申立人に係る免除申請について、申立人の母親は、海外に留学して

いたので免除申請できないと思い、手続しなかったと申立人に述べている。 

   さらに、別の基礎年金番号の払出しの可能性について、オンライン記録に

より各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の基礎年金番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間の

国民年金保険料について免除申請していたことを示す関連資料(日記、メモ

等)は無く、ほかに申立期間の保険料を免除申請していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

 なお、申立人のパスポートの写しを見ると、申立期間途中の平成 14 年８月

22 日から 15 年５月 22 日までの期間について出国していたことが確認できる

とともに、申立人のオンライン記録によると、同期間を合算対象期間となる

国民年金の任意加入期間における未加入期間として、16 年４月 30 日に記録

訂正されていることから、社会保険事務所の職員が、今から遡ってできるか

どうかを確認するとしたのは、申立人が主張するような留学中の免除期間の

ことではなく、当該合算対象期間のことである可能性も否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年 12月から 62年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 12月から 62年２月まで 

私が結婚した昭和 60 年 12 月頃に、夫が市役所で私の国民年金の加入手

続を行い、加入後の国民年金保険料は、夫が納付書に現金を添えて、多分、

市役所で納付していたと思う。 

申立期間に国民年金の加入記録が無く、納付済期間とされていないので、

よく調べてほしい。 

また、結婚後は、私は夫の扶養に入っており、夫が勤務先で私の第３号

被保険者の届出を行ってくれたのに、制度が始まった昭和 61 年４月からと

されていないこともおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のオンライン記録によると、結婚した時期の昭和 60 年 12月 21日に

厚生年金保険被保険者資格を喪失後、その約１年半後の 62 年５月２日に第３

号被保険者に係る該当処理を行ったことが確認できることから、この頃に、

申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推定されるとともに、同

年３月４日まで遡って当該被保険者の資格を取得していることが確認できる

上、その記録は、申立人に係る市の国民年金被保険者名簿及び申立人が所持

する年金手帳の資格取得日とも一致している。この場合、申立期間は、記録

の上では国民年金の未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付する

ことができない期間であるものと考えられる。 

   また、申立人は、結婚後は夫の扶養に入っていたと申し立てているが、申

立人及びその夫に改めて当時の事情について聴取したところ、申立人が会社

を退職後、いつ頃までか時期は定かではないが、健康保険を任意継続してい

たこと、及び失業保険を受給していた記憶があると陳述していることから、



                      

  

夫の勤務先に照会したところ、昭和 62 年３月４日付けで収入減のため、申立

人が扶養認定された記録があるとの回答を得ており、当該扶養認定日は、申

立人の第３号被保険者の資格取得日と一致している。 

   さらに、申立人の夫が、申立内容のとおり、結婚した昭和 60 年 12 月頃に

国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号

番号払出簿の内容を検索ツールで確認するとともに、オンライン記録により

旧姓を含めた各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、夫が申立期

間の保険料について納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控

え等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5232 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年９月から６年３月までの期間及び９年４月から同年６月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年９月から６年３月まで 

             ② 平成９年４月から同年６月まで 

    申立期間①については、Ａ市のＢ社の取引企業に籍を置き、Ｂ社に出向

で勤務しており、その間、国民年金保険料及び健康保険料など、毎月２万

円ぐらい天引きされていたことを覚えている。 

    平成９年４月 16 日に会社を辞めて就職活動を行っている時に、申立期間

②の国民年金保険料の納付書が自宅に届き、４万円ぐらいの保険料を金融

機関で納付したことも覚えている。 

    いずれも 10 年以上経過しているため、給与明細及び領収書などは残って

いないが、間違いなく国民年金保険料を納付しており、未加入期間とされ

ていることは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録を見ると、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出

された履歴は無く、基礎年金番号導入後の平成 11 年 12 月 16 日付けで、初

めて国民年金被保険者資格を取得しており、申立期間①及び②は国民年金未

加入期間となり、制度上、国民年金保険料を納付することはできない。 

なお、申立人は、国民年金被保険者資格の取得当時の平成 11 年 12 月から

12 年３月までの国民年金保険料について、同年９月 25 日に初めて過年度納

付していることも確認できる。 

また、申立期間①について、申立人は、当時勤務していた会社で給与より

国民年金保険料が天引きされていたと申し立てているが、仮に、申立人主張

のとおり、会社が従業員の保険料を代行収納していた場合でも、国民年金へ



                      

  

の加入手続が必要であるが、申立人は、加入手続を行ったことはないと陳述

している。 

次に、申立期間②について、就職活動中に４万円ぐらいの国民年金保険料

の納付書が自宅に届き、その納付書で一括納付したと申し立てているものの、

上記のとおり、申立人は国民年金には未加入であり、また、加入勧奨と同時

に納付書が送付されることもなく、制度状況と符合しない。 

また、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付することが可能な国民年

金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を

行ったが、申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

さらに、申立人から申立期間の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌み

取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年７月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年７月から平成２年３月まで 

      時期は定かではないが、昭和 55 年７月頃、父又は母がＡ市Ｂ区役所で加

入手続をしてくれたと思う。 

      手続後は、母が、口座振替により納付してくれていたと父から聞いてお

り、当時の通帳は無いものの、その口座は現在も利用している。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の手帳記号番号から、Ａ市Ｂ区に

おいて、平成２年９月又は同年 10 月頃に払い出されたと推認され、この手帳

記号番号の払出時点において、申立期間のうち、昭和 63 年７月以前の国民年

金保険料は、制度上納付することができず、また、同年８月から平成２年３

月までの保険料は過年度保険料となるが、申立人及びその父親は、遡って納

付した記憶はないと陳述している。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行

ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、口座振替により

納付していたとしているところ、オンライン記録を見ると、申立期間直後の

平成２年４月から同年 11 月までの国民年金保険料については、同年 11 月 16

日に一括納付し、同年 12 月の保険料については、３年２月 28 日に納付して

いる事跡が確認できる上、同年１月以降は、毎月 26 日以降に定期的に納付さ



                      

  

れている。 

このことから、加入手続時に平成２年４月から同年 11 月までの国民年金保

険料について一括納付し、３年１月から口座振替による納付を開始したと考

えるのが相当である。 

加えて、申立期間は９年９か月に及んでおり、これほど長期間にわたって

国民年金保険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも

考え難い。 

このほか、申立期間の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうと

したが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5234 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年８月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月から 49年３月まで 

    申立期間当時は大学生だったが、昭和 45 年８月ごろに、父から、「学生

のうちは国民年金の加入義務は無いが、加入しておいた。60 歳になった時

に年金を受給できるよう、親が掛けておくものだ。」と聞かされていたの

で、父が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料についても、父

が納付してくれたはずである。 

    昭和 49 年４月に就職した際、職場の担当者から、「就職後は共済組合に

加入するため、年金手帳を持っているなら提出するように。」と言われ、

当時所持していた年金手帳を提出した記憶がある。 

    申立期間の国民年金保険料は、父が納付してくれているはずであり、国

民年金の未加入期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録を見ると、申立人には共済組合の加入期間が確認できるの

みであり、国民年金被保険者資格の取得履歴は認められず、申立期間は国民

年金の任意未加入期間であるため、制度上、国民年金保険料を納付すること

はできない。 

   また、申立人は、就職の際、自宅に保管していた年金手帳を勤務先へ提出

したとしているものの、その手帳の色及び形状等に係る記憶は明確ではない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳

記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行っ

たが、申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 



                      

  

   加えて、申立期間は、３年８か月に及んでおり、これほど長期間にわたっ

て国民年金保険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたと

も考え難い。 

   このほか、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料

の納付に直接関与しておらず、保険料の納付を担っていたとする申立人の父

親は既に他界しているため、当該期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取

ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5235 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月及び同年３月 

    国民年金の加入については、母は、加入手続した記憶はないと言ってい

るが、納付書が自宅に届き、電話及び訪問での納付催告がしつこかったの

で、母が、平成６年８月頃、手元にあったお金を持って、金融機関で申立

期間の国民年金保険料を納付したはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録を見ると、申立人は、平成 10年 12月 31日に国民年金被保

険者資格を取得するまでは、同資格を取得した履歴は確認できず、申立期間

は国民年金未加入期間となり、制度上、国民年金保険料を納付することはで

きない。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記

号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったが、

申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

   さらに、申立人の母親は、自宅に送付された納付書により、金融機関で申

立期間の国民年金保険料を納付したはずであるとしている一方、国民年金の

加入手続を行った記憶はなく、いきなり納付書が送付されてきたとしている

など、その陳述内容は不自然である。 

   加えて、申立人自身は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険

料の納付について関与しておらず、また、保険料の納付を担っていたとする

申立人の母親から、申立期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとし

たが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5236 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月及び同年２月 

    国民年金の加入については、平成６年１月頃、当時、大学在学中であっ

たために、母が、加入手続をしてくれ、国民年金保険料の免除申請手続も

行ったはずである。 

申立期間の国民年金保険料については、平成８年頃、母が、銀行から 50

万円ぐらいの預金を引き出し、兄の保険料と一緒に追納したはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市において、平成６年４月 26 日に払い出されており、また、オンライン記

録を見ても、同年３月から７年３月までの国民年金保険料の免除申請日は、

６年４月 19 日付けであることも確認でき、手帳記号番号の払出時期と符合す

る。 

   一方、申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続の際に免除申請手続

を行ったとしているものの、免除申請手続は、毎年度１回の手続で免除期間

が決められており、申請月が４月の場合、前月の３月から免除期間となるこ

とが通例であることから考えると、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時

期及び免除申請日からみて、制度上、申立期間については免除申請手続を行

うことはできず、オンライン記録に不自然な点は見られない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たが、申立人に対し別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 



                      

  

   さらに、申立人の母親は、平成８年頃、申立人及びその兄の免除期間の国

民年金保険料を追納するため、50 万円ぐらいの預金を引き出して、まとめて

納付したとしているものの、オンライン記録を見ると、申立人の申立期間直

後の期間に係る追納保険料の収納日は、14 年３月 15 日付けであり、また、

申立人の兄の追納保険料の収納日も、同年２月 15 日及び同年３月 15 日であ

り、陳述の納付日と大きく離れている上、同年３月 15 日付けの申立人及びそ

の兄の追納保険料の合計額は、70 万 190 円となり、陳述の保険料額とも一致

しない。 

   加えて、Ａ市保存の国民年金収滞納一覧表を見ても、申立期間について、

申立人の国民年金保険料の納付の事跡は確認できない。 

   このほか、申立期間の国民年金保険料の納付等をめぐる事情を酌み取ろう

としたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 5237 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間、54 年 12 月及び 55 年１

月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 43年３月まで 

             ② 昭和 54年 12月及び 55年１月 

申立期間当時は、学生でもなく、会社勤務もしていなかったので強制的

に入った。家族５人（自身、両親、兄姉）が入っていたはずなのに、母が

私だけ納めていないのは納得できない。 

申立期間①の国民年金保険料については、母が、自身及び家族の分と一

緒にＡ市Ｂ区役所で納付していた。 

申立期間②の国民年金保険料については、市から来た用紙で２か月に１

回程度のペースで定期的に、自身でＣ銀行又はＤ市役所Ｅ支所のどちらか

で納付したはずである。金額は覚えていない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市Ｂ区において、昭和 43 年５月 24 日に払い出されており、この手帳記号

番号の払出時期からみて、申立期間①の国民年金保険料を過年度納付及び申

立期間②の保険料を現年度納付することは可能である。 

しかし、申立期間①当時、申立人の母親が申立人と一緒に国民年金保険料

を納付していたとする申立人の姉のオンライン記録を見ると、国民年金手帳

記号番号の払出時期からみて、現年度納付が可能な期間については納付が記

録されているものの、過年度納付となる期間については納付されていない。 

また、申立人は、申立期間②の国民年金保険料について、自身でＤ市役所

Ｅ支所又はＣ銀行で納付した記憶があると申し立てているものの、Ｄ市役所

保存の申立人に係る国民年金被保険者名簿を見ると、当該期間直後の昭和 55

年２月５日に被保険者資格の喪失の申出がされている上、その後平成元年９



                      

  

月１日に第３号被保険者への種別変更手続を行うまで、長期間にわたり保険

料が納付されていない。 

さらに、Ａ市Ｂ区役所及びＤ市役所保存の申立人に係る国民年金被保険者

名簿を見ても、申立期間①及び②の国民年金保険料の納付事跡は認められな

い。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種氏名検索を行っ

たほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行

ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

等は見当たらない。 

このほか、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間①の国民年金保険

料納付に関与しておらず、申立人の加入手続及び申立期間①の保険料の納付

を行ったとする申立人の母親は既に他界している上、申立人から、上記の被

保険者資格の喪失の事情及びその直前の申立期間②の保険料の納付方法等に

係る具体的な陳述を得ることができず、申立期間①及び②の保険料の納付を

行ったとする事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすこと

はできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



大阪厚生年金 事案 9521 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年３月 21日から 39年３月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社における加

入期間が脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかしながら、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保

険被保険者資格の喪失日から約１か月後の昭和 39年４月 17日に支給決定され

ていることが確認できる。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載され

ているページを含む前後計 10 ページに記載された女性従業員のうち、申立人

と同一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した８人につ

いて脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め６人見ら

れ、そのうち４人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されていることから、

申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性

がうかがえる。 

また、前述被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記載されている上、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無い

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9522 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所  ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 21年から 31年 10月頃まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には昭和

21 年頃に友人の紹介で入社し、10 年以上勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人がＡ社で勤

務していたことが推認できる。 

 しかし、オンライン記録によれば、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、昭和 38 年 12 月 10 日であり、申立期間は適用事業所ではない上、同

社の業務はＢ業に該当し、申立期間当時、厚生年金保険の強制適用対象業種で

はなかった。 

また、Ａ社は、平成５年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は所在不明であるため、事業所等から申立人の申立期間

における保険料控除の状況等が確認できない。 

さらに、申立人及び前述の元同僚は、申立期間当時、給与から保険料を控除

されていたかどうかについては不明としている。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9523 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年３月頃から同年 10月 10日まで 

② 昭和 34年 10月 20日から 35年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には、高校を卒業した昭和 34 年３月頃に入社し、同社Ｂ支店で研修を受

けた後、36 年１月９日まで同社Ｃ支店で継続して勤務していたので、申立

期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚及びほかの同僚の家族の陳述から判断して、期間は特定できないものの、

申立人が申立期間当時もＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 38 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、同社から申立人の申立期間における保険料控除等の状況は確認できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において加入記録の有

る元従業員 25人に照会し回答の有った 13人のうち９人は、「被保険者資格の

取得時期及び喪失時期が実際の入退社時期と相違しているが、理由は分からな

い。厚生年金保険料控除については覚えていない。」と陳述しているところ、

同社Ｃ支店で申立人と一緒に勤務していたと陳述する同僚の加入記録を見る

と、申立人とほぼ同時期に被保険者期間の欠落（当該同僚の欠落期間は、入社

日から昭和 34年 10月 10日までの期間及び同年 10月 20日から 35年４月１日

までの期間）が確認できる。 

さらに、当該同僚は、「Ａ社Ｃ支店の金銭管理は私が行っていた。取引先で

集金した売上金から申立人及び私の給与手取額と経費分を控除した残金を同

社本社へ送金していた。給与手取額は同社本社から知らされていたので、保険



料控除がされていたかどうかは不明である。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年５月１日から 28年５月まで 

             ② 昭和 28年５月から 29年５月まで 

             ③ 昭和 30年５月から 31年５月まで 

船員保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申立

期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間①及び②については、Ａ

船（船舶所有者は、Ｂ氏）で昭和 27 年５月に義父と一緒に勤務を始め、Ｃ

職として勤務した。申立期間③についてはＤ船（船舶所有者は、Ｅ氏）でＣ

職として勤務した。 

申立期間について、船員保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は、Ａ船でＣ職として勤務し、船員保

険に加入していたと申し立てている。 

しかし、船舶所有者Ｂ氏に係る船員保険被保険者名簿を見ると、Ａ船は昭和

25年１月 31日に船員保険の適用を受けなくなっていることが確認できるとこ

ろ、連絡先の判明した元従業員 12人に照会し回答の有った７人は、「申立人の

ことは知らない。また、Ａ船は、昭和 24年 10月又は同年 11月頃に沈没した。」

と陳述している上、申立期間当時の船舶所有者は連絡先不明のため、申立人の

申立期間における勤務実態及び船員保険料控除の状況を確認することはでき

ない。 

また、前述の被保険者名簿において、申立人がＡ船で一緒に勤務を始めたと

する義父及び申立人が記憶している同僚の氏名を確認することはできない上、

オンライン記録によると、両名はいずれも申立期間の一部においてほかの船で

船員保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 



申立期間③については、申立人は、Ｄ船でＣ職として勤務し、船員保険に加

入していたと申し立てている。 

しかし、Ｄ船の船舶所有者であるＥ氏は、昭和 37 年に船員保険の適用を受

けなくなっており、事業主の連絡先も不明である上、申立人は同船の船長及び

機関長の名前を記憶していないことから、同人らから申立人の申立期間に係る

勤務実態及び船員保険料控除の状況が確認できない。 

また、Ｅ氏に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間にＤ船で勤務が

確認でき、連絡先の判明した元従業員９人に照会したが、回答の有った３人は

「申立人のことは覚えていない。」と陳述している。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立人が記憶している同僚２人の氏名

は見当たらない。 

加えて、当該被保険者名簿において、申立期間の被保険者証整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る保険料控除を確認できる関

連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月から 46年２月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。昭和 41年 12月から、Ａ社に

転職するまでの期間、Ｂ社で勤務していた。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ｂ社では、Ｃ業務に従事していた。」と陳述しているところ、申

立人より 30 歳ほど年下の元従業員の一人で、申立期間当時、Ｄ業務に従事し

ていたとする者が、「年配の女性従業員は、Ｃ業務をしていた。」と陳述してお

り、申立人の陳述内容と符合することから判断して、時期は特定できないもの

の、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 57 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主は既に死亡しているため、これらの者から申立人の

申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録の有る元従業員に照会したところ、申立期間当時に総務課長であ

ったとする者は、「Ｂ社では、学生アルバイト及び臨時雇いの者を除いて、パ

ート従業員を含めた従業員全員を厚生年金保険に加入させることを原則とし

ていたが、給与の手取りが多いほうが良いと言って厚生年金保険に加入したく

ないという者もいたので、そういう場合は、本人の希望を聞いて加入させず、

保険料も控除しなかった。」と陳述しているほか、申立人と同じ業務をしてい

たとする複数の元従業員も、「会社が厚生年金保険及び雇用保険の加入につい

て従業員の希望を聞く場合があった。」旨陳述していることから、申立期間当



時、同社では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけで

はなかったことがうかがえる。 

さらに、回答の有った元従業員 32 人のうち 14 人が、「Ｂ社は、従業員に対

してきっちりとした会社であったので、厚生年金保険に加入していない従業員

の給与から保険料を控除したとは思わない。」と陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 37年９月 24日から 38年４月１日まで 

           ② 昭和 38年４月 13日から同年７月 16日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの

回答をもらった。申立期間も同社で勤務していたので、厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、複数の元従業員の陳述から、時期は特定できない

ものの、申立人が、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和

38年４月１日）より前から同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｂ社は、「関連資料が無いため、申立人の申立期間における厚生年

金保険の加入状況等は不明である。」としている。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に被保険者記録の有る元従業員に照会し９人から回答を得たところ、このう

ち４人は、自身が記憶する入社日の２か月後に被保険者資格を取得している

ことから、申立期間当時、同社では、必ずしも全ての従業員を入社後すぐに

は厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

申立期間②については、申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保

険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、「関連資料が無いため、申立人の申立期間における勤務及

び厚生年金保険の加入状況等は不明である。」としている。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の有る元従

業員に照会し９人から回答を得たが、申立人の申立期間における勤務をうか



がわせる陳述は得られなかった。 

さらに、申立期間におけるＡ社の状況について、元従業員に照会したとこ

ろ、複数の元従業員が、「会社の業績は悪かった。」と陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿を見ると、申立人が昭和 38 年４月 13 日に被

保険者資格を喪失したことに伴って、同年５月６日に健康保険被保険者証が

社会保険事務所に返されたことを表す「38.５.６証返」の記載が確認できる

ほか、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連

資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年 10月から平成３年１月１日まで 

             ② 平成 10年 12月から 11年 12月まで 

             ③ 平成 15年９月１日から 17年 10月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答をもらった。申立期間①はＡ社で、申立期間②はＢ社で、

申立期間③はＣ社で、いずれも正社員のＤ職として勤務していた。 

    申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、複数の同僚の陳述等から判断して、時期は特定で

きないものの、申立人が申立期間当時にＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、平成 12年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主は連絡先不明であるほか、申立期間より後に事業主

となった者に照会したが回答を得られないため、これらの者から申立人の申立

期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、申立期間当時に社会保険及び給与計算事務を担当していたとする元

従業員は、「Ｄ職である従業員の厚生年金保険の加入条件は記憶していないが、

厚生年金保険と雇用保険はセットで加入手続を行っていた。また、厚生年金保

険の加入手続を行っていない従業員の給与から保険料を控除することはあり

得ない。」と陳述しており、申立期間にＡ社で厚生年金保険に加入している複

数の元従業員の雇用保険の記録を見ても、両保険の加入期間は符合しているこ

とから、申立期間当時、同社では、両保険の加入手続を同時に行っていた状況

がうかがえるところ、申立人の同社における雇用保険の記録は確認できない。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間に国民年金に加入



しており、申立期間のうち平成２年４月以後の期間については、申請により国

民年金保険料の納付が免除されている。 

申立期間②については、複数の同僚の陳述等から判断して、時期は特定で

きないものの、申立人が申立期間当時にＢ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、平成 13年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主は、「申立期間当時の資料は一切保管しておらず、

申立人の保険料控除等の状況は不明である。」と陳述しているほか、申立期間

当時に社会保険事務等を担当していた取締役は連絡先不明のため、これらの者

から申立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができな

い。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ｂ社の従業員数は 10人ぐらいであった。」

と陳述しており、自身と同職種で同じような状況にあったとする同僚一人の名

前を挙げているところ、オンライン記録を見ても、Ｂ社における申立期間の被

保険者数は５人であり、申立人が名前を挙げている同僚は同社で被保険者とな

っていないことから、申立期間当時、同社では、必ずしも全ての従業員を厚生

年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、全国健康保険協会Ｅ支部は、「申立人は、平成 10年７月 17日から

12年６月 13日まで健康保険の任意継続被保険者であった。」と回答している。 

申立期間③については、複数の同僚の陳述等から判断して、時期は特定で

きないものの、申立人が申立期間当時もＣ社に継続して勤務していたことが推

認できる。 

しかし、申立期間当時の事業主の夫で、複数の元従業員が事実上の事業主

であったとする者は、「申立人のことは記憶しているが、給与からの保険料控

除は担当者に任せていたため分からない。Ｃ社は、私が退職した後に破産した

ため、申立期間当時の資料は、破産管財人の下にあるのではないか。」と陳述

しているところ、破産管財人も、「Ｃ社の賃金台帳等を保管しておらず、申立

人の申立期間における保険料控除等の状況は不明である。」と陳述しているほ

か、申立期間当時にＤ職であった従業員の管理を担当していたとする取締役及

び給与事務担当者にも照会したが回答を得られないことから、これらの者から

申立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、申立人及び複数の同僚は、「申立期間当時、Ｃ社の従業員数は 20 人

から 25 人ぐらいだった。」と陳述しているところ、オンライン記録によると、

Ｃ社における申立期間当時の被保険者数は最小で６人、最大でも 16 人である

ほか、申立人が名前を記憶している同職種の同僚５人のうち、２人は自身が記

憶する入社日の約１年後に被保険者資格を取得しており、１人は同社における

被保険者記録は無いことから、申立期間当時、同社では、必ずしも全ての従業

員を入社後すぐには厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことが

うかがえる。 



さらに、全国健康保険協会Ｅ支部は、「申立人は、平成 13年８月 15日から

15年 10月 11日まで健康保険の任意継続被保険者であった。」と回答しており、

また、Ｆ市は、「申立人は、平成 15年 10月 11日から 17年 10月１日まで国民

健康保険の被保険者であり、当該期間に国民健康保険料の未納は無い。」と回

答している。 

加えて、申立人は、申立期間直後の給与明細書を保管しており、当該給与

明細書を見ると、給与からの保険料控除が確認できるが、当該給与明細書で保

険料控除が確認できる期間は、厚生年金保険の被保険者期間であることがオン

ライン記録により確認でき、申立人は、「申立期間の給与明細書は保管してい

ない。」と陳述していることから、申立人保管の給与明細書のみをもって申立

期間も保険料が控除されていたことを推認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る保険料控除を確認できる

関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 24年４月１日から 25年４月１日まで 

    ねんきん特別便により、夫の申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いこ

とが分かった。申立期間は、夫はＡ社でＢ職として勤務していたので、厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 24 年４月１日から同年 11 月 22 日までの期間につい

ては、申立人が後に勤務したＣ社提出の申立人に係る履歴書及び元従業員の陳

述から、申立人が当該期間にＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 25 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主は連絡先不明のため、これらの者から申立人の当該

期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、前述の元従業員は、「私が勤務していた昭和 23年４月頃から 24年 10

月頃までのＡ社の従業員数は、50 人から 60 人だった。」と陳述しているとこ

ろ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同人が勤務した

とする期間の被保険者数は 19人から 26人の間で推移していることから、申立

期間当時、同社では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加入させていた

わけではなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人の妻は、申立人はＡ社でＢ職として勤務していたとしている

ところ、前述の元従業員は、「Ｂ職は皆、長くは勤務せず、やって来てはすぐ

辞めていったので、申立人がＢ職であったことは記憶しているが、申立人以外

のＢ職の氏名は記憶していない。」と陳述しており、ほかの元従業員もＢ職で



あった者の氏名を記憶していないことから、申立人の前任及び後任のＢ職の厚

生年金保険の加入状況を確認することができない。 

一方、申立期間のうち、昭和 24年 11月 22日から 25年４月１日までの期間

については、前述の履歴書によると、申立人は 24 年 11月 21 日にＡ社を依願

退職し、同年 11月 22日からＣ社で勤務していることが確認できる。 

また、前述の被保険者名簿において、当該期間に被保険者記録の有る元従業

員に照会したが、申立人の当該期間における勤務をうかがわせる陳述は得られ

なかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年４月から 24年３月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社及びＢ社

（現在は、Ｃ社Ｄ支店）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無

いとの回答をもらった。昭和 20年４月にＡ社に就職し、勤務期間中に同社

の名称がＢ社に変わったが、その後も 25年５月まで継続して勤務し、Ｅ業

務に従事していたのに、加入記録は 24年３月１日からとされている。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元従業員の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人が申立期

間当時にＡ社及びＢ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無い。 

また、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは、申立人が同社で被保険者資格を取得した日と同日の昭和 24 年３月１日

であり、申立期間は適用事業所ではない。 

さらに、Ｃ社本店の総務人事担当者は、「Ａ社とＢ社は全く別の組織であり、

申立期間当時、Ａ社を一旦解散して従業員を解雇し、その後、Ｂ社で再雇用の

手続をしたと認識している。このため、当社では、Ａ社に係る関連資料を保管

しておらず、申立人の同社における保険料控除等の状況は不明である。また、

申立期間当時のＢ社に係る関連資料も残っていないが、同社が厚生年金保険の

適用事業所となる昭和 24 年３月１日より前に、従業員の給与から保険料が控

除されていたとは考え難い。」と陳述している。 

加えて、Ｂ社において申立人と同日の昭和 24 年３月１日に被保険者資格を



取得している前述の元従業員は、「私も、Ｂ社がまだＡ社であった昭和 20年６

月から勤務していたが、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となる 24 年３月１

日より前に、保険料が控除されていたかどうかについては記憶にない。」と陳

述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは 

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月 20日から 41年 12月 23日まで 

② 昭和 42年４月１日から 46年８月 29日まで 

ねんきん特別便を見ると、Ａ社及びＢ社の厚生年金保険被保険者期間が

脱退手当金支給済みとなっている。 

私は、Ｂ社を退職後、すぐに就職するつもりであり、また、老後の生活

が少しでも困らないようにと思っていたので、脱退手当金の請求は必要が

ないと思っていた。 

脱退手当金を請求した覚えも、受給した覚えもないので、申立期間を厚 

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載さ

れたページを含む前後計 14ページに記載されていた約 140人のうち、昭和 44

年１月から 48年 12月の間に資格を喪失し、受給要件を満たしている女性の同

僚６人を抽出し、脱退手当金支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含

め４人みられ、いずれも資格喪失日から６か月以内に受給していることが確認

でき、そのうち脱退手当金を受給している女性の同僚２人は、代理請求をうか

がわせる旨の陳述をしていることから、申立人についてもその委任に基づき事

業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、上記の被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金を支給し

たことを示す｢脱｣の表示が記されている上、脱退手当金支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の

昭和 46年 11月９日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金

を受給してないことをうかがわせる事情が見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立 

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9531 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 11月頃から 39年８月頃まで 

             ② 昭和 42年 12月頃から 43年１月頃まで 

             ③ 昭和 43年８月頃から同年９月頃まで 

             ④ 昭和 60年６月頃から同年９月頃まで 

             ⑤ 平成３年８月 10日から４年２月頃まで 

申立期間①は、Ａ社で勤務した。 

申立期間②は、Ｂ社で勤務した。 

申立期間③は、Ｃ社で勤務した。 

申立期間④は、Ｄ社でＥ職として約３か月間勤務した。 

申立期間⑤は、Ｆ社で継続して勤務していた。 

しかしながら、年金事務所の記録では、申立期間がそれぞれ厚生年金保

険の未加入期間とされているので、申立期間について、厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 38 年 11 月頃にＡ社に入社し、39 年

８月頃まで勤務していたと申し立てているが、同社の元事業主は、「Ａ社は既

に廃業しており、当時の資料が保存されていないため、申立人が在籍していた

か否かについては不明である。申立人は、弟の友人であり、私も申立人を知っ

ているが、申立人が当社に勤務していたという記憶はない。」旨陳述している。 

また、当該元事業主は、「仮に申立人が当社に在籍していた場合でも、厚生

年金保険への加入手続は行っていないと思う。また、厚生年金保険に加入させ

ていない者から保険料を源泉控除することはない。」とも陳述している。 

さらに、申立人がＡ社における同僚として挙げた２名のうち１名は、既に死



亡しているほか、もう１名の同僚には、同社における厚生年金保険の加入記録

が無く、所在が不明であるため、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から、申立期間当時の同僚を抽出して調査したものの、申立人の勤務実態及

び厚生年金保険料の控除等についての具体的な陳述は得られず、確認すること

ができなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 42 年 12 月頃から 43 年１月頃までＢ

社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社は平成 21年３月 25日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっている上、当時の事業主も既に亡くなっているため、申立人の申立期

間における勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

また、Ｂ社の元事業主は、｢Ｂ社は、既に破産しており、当時の資料が保存

されていないため、申立人の厚生年金保険への加入及び保険料控除について不

明である。また、私が同社に入社した頃は、乗務員は入社後、一定期間経過し

た後に厚生年金保険に加入させていたが、申立期間当時も取扱いは同じであっ

たと思う。｣と陳述している。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚を抽

出して調査したものの、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等につい

ての具体的な陳述は得られず、確認することができなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、申立人は、昭和 43 年８月頃から同年９月頃までＣ社

に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｃ社は、｢当時の資料が保存されていないため、申立人の勤

務実態、厚生年金保険への加入状況及び保険料控除は不明。｣と回答している。 

また、申立人は、Ｃ社から支給された給与は完全歩合給制であったと申し立

てているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から抽出して

調査した同僚は、｢私は正社員としてＣ社に入社した。同社には正社員のほか

に完全歩合給制の社員がいた。完全歩合給の場合は厚生年金保険に加入してい

なかったと思う。｣旨を陳述しており、同社では、必ずしも全ての従業員を厚

生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 



さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④について、申立人は、昭和 60 年６月頃にＤ社へ入社し、同年９

月頃までＥ職として勤務していたと申し立てているところ、申立人は、同社か

ら支給された当時の名刺を所持している上、当該名刺に記載された所在地とオ

ンライン記録における同社の所在地が一致していることから、勤務時期及び期

間は特定できないものの、申立人は、同社に勤務していたものと考えられる。 

しかしながら、Ｄ社における申立期間当時の事業主の親族は、｢Ｄ社は昭和

60 年８月に設立し、厚生年金保険の新規適用手続は私が担当したが、当該設

立時点では申立人は同社に在籍していなかった。｣旨陳述している。 

また、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となった日は昭和 61 年１月１日で

あり、申立期間は同社が適用事業所となる前の期間に当たる。 

一方、申立人は、｢Ｄ社に勤務したのは約３か月間であったが、同社に勤務

していた時期は昭和 61年以降であった可能性もある。｣とも陳述しているもの

の、Ｄ社の元事業主の親族は、｢当時、Ｅ職は、すぐに辞める者が多かったの

で、入社してから約３か月経過した後に厚生年金保険に加入させる取扱いとし

ていた。また、厚生年金保険に加入させるまでの期間は給与から保険料を源泉

控除していなかった。｣と陳述しているところ、当時の同僚からも同趣旨の陳

述が得られた。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚を抽出

して調査したものの、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について

の具体的な陳述は得られず、確認することができなかった。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑤について、申立人は、平成４年２月頃までＦ社に勤務していたに

もかかわらず、厚生年金保険被保険者資格の喪失日が３年８月 10 日となって

いると申し立てている。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、申立人の雇用保険の離職日は、平

成３年８月９日となっており、当該記録は厚生年金保険の資格喪失日と一致し

ているほか、申立人は、Ｆ社を離職後、申立期間中の同年８月 23 日に公共職

業安定所において求職の申込み及び雇用保険の受給手続を行っていることが

確認できる。 



また、Ｆ社は、平成 13年４月 11日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、元事業主に事情照会を行ったものの、回答は得られなかったほか、

申立人が同社における同僚として挙げた複数の者に事情照会したものの、申立

人の申立期間における保険料控除をうかがわせる具体的な陳述は得られず、確

認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年５月１日から同年９月 16日まで 

 私は、申立期間の給与は、「Ａ社」と記載された給与明細書のほかに「Ｂ

社」と記載された給与明細書も渡され、合計金額を受け取っていた。 

しかしながら、年金事務所の記録では、申立期間の標準報酬月額の記録が、

「Ａ社」からの給与支給額のみとなっており、「Ｂ社」からの給与支給額が

含まれていない。 

申立期間について、「Ａ社」及び「Ｂ社」の両社から支給された給与支給

額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の記録が、Ｂ社からの給与支給額は含ま

れていないため、実際の給与支給額とは異なっていると申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、「申立人の申立期間における給与は、Ａ社とＢ社の

２社から支給していた。厚生年金保険の資格取得手続はＡ社のみで行っていた

ので、同社から支給していた給与額に基づく厚生年金保険料は控除していたが、

Ｂ社が支給した給与からは厚生年金保険料は控除していない。」と回答してい

る。 

また、Ａ社保管の賃金台帳を見ると、申立期間において給与から源泉控除さ

れていた保険料額及び報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額はオンライ

ン記録と一致している上、Ｂ社保管の賃金台帳を見ると、申立期間において、

厚生年金保険料は控除されていないことが確認でき、上記の回答内容と符合し

ている。 

さらに、申立人提出のＡ社の給与明細書を見ると、申立期間において給与か

ら源泉控除されていた保険料額及び報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月



額は、いずれもオンライン記録と一致している上、申立人提出のＢ社の給与明

細書において、社会保険料は控除されていないことが確認できる。 

加えて、Ａ社保管の申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」において確認できる標準報酬月額は、Ａ社に

おける給与支給額のみで決定されており、同社から社会保険事務所（当時）に

届け出られた報酬月額には、Ｂ社における給与支給額は含まれていないことが

確認できる。 

このほか、申立期間について、申立人主張の給与支給額を基に事業主が給与

から厚生年金保険料を控除していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9533 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年２月から 30年２月まで 

    私は、昭和 26 年２月にＡ社（後のＢ社）にＣ職として入社し、３か月後

に、同社Ｄ支店に異動し、平成 10年に退職するまで勤務した。 

しかし、Ｂ社での厚生年金保険の資格取得日は昭和 30 年２月 20 日と記

録されている。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 26年２月にＡ社（現在は、Ｅ社）に入社し、平成 10年まで

継続して勤務していたと申し立てているところ、複数の同僚から、昭和 26 年

頃から勤務していたとの陳述が得られたことから判断すると、期間は特定でき

ないものの、申立期間当時、同社に勤務していたことが推認される。 

しかしながら、Ｅ社は、「申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除

については、当時の資料が残っていないため不明。」と回答しており、保険料

控除について確認することができない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に加入

記録のある同僚 25人に照会を行い、20人から回答を得られたものの、申立人

の申立期間における厚生年金保険への加入及び保険料控除をうかがわせる陳

述は得られなかった上、申立人自身も、申立期間当時の保険料控除についての

記憶は明確ではなく、健康保険被保険者証を所持したこともなかったと陳述し

ている。 

さらに、上記同僚のほとんどの者が、自身が記憶している勤務期間とＢ社で

の厚生年金保険の被保険者期間は一致していると回答している。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検



索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9534  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成８年 10月 31日から同年 11月１日まで 

    私は、Ａ社を平成８年 10月 31日付けで退職した。しかしながら、年金事

務所の厚生年金保険被保険者記録によると、同社における資格喪失日が同年

10月 31日とされており納得できない。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を平成８年 10 月 31 日付けで退職したので、同社における

資格喪失日は同年 11月１日であると申し立てている。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、申立人の離職日は平成８年 10月

30 日となっている上、Ａ社の元事業主提出の社員名簿においても、申立人の

退職日は８年 10 月 30 日であることが確認でき、当該記録は、オンライン記

録における厚生年金保険被保険者の資格喪失日と一致している。 

また、Ａ社に係るオンライン記録において、申立期間に在職していた同僚

に事情照会したものの、申立人の申立期間における在職についての具体的な

陳述を得ることはできず、確認することができなかった。 

さらに、上記の元事業主は、「申立人は、上記社員名簿のとおり、平成８年

10 月 30 日付けで退職しているため、同年 10 月の厚生年金保険料は控除して

いないと思う。」旨陳述しているほか、当時の給与計算事務は申立人自身が担

当していたことから、回答が得られた上記同僚等からも、申立人の申立期間

における厚生年金保険料の控除について具体的な陳述を得ることはできなか

った。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9535 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年８月 10日から 26年８月 11日まで 

             ② 昭和 28年８月 30日から 33年４月 10日まで 

    私は、昭和 25年６月 20日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、平成 10年

１月 13日まで継続して勤務した。 

    しかしながら、｢ねんきん特別便｣によると、申立期間①及び②が厚生年金

保険の未加入期間とされており納得できない。 

    申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 25年６月 20日から平成 10年１月 13日まで継続してＡ社（現

在は、Ｂ社）に勤務したと申し立てているところ、Ｂ社提出の労働者名簿及び

同僚の陳述から、申立人は、申立期間①及び②を含め継続して勤務していたこ

とが推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申

立人のほかにも厚生年金保険の加入記録に空白期間が生じている者が申立期

間①において１名、申立期間②の一部と重なる期間に５名確認できる上、申立

期間以降の期間に空白期間が生じている者が少なくとも４名見られる。 

そこで、空白期間が生じている上記の同僚のうち、住所が判明した３名に事

情照会を行ったところ、回答が得られた同僚からは、｢当時、Ａ社を一旦退職

したことはなく、継続して勤務していたものの、申立人と同じく厚生年金保険

の加入記録に空白期間が生じている。｣旨の回答が得られた。 

また、当該同僚は、昭和 37 年５月９日から 39 年 12 月１日までの期間が空

白期間となっているところ、Ｂ社保管の｢健康保険厚生年金保険被保険者資格



喪失届（副）｣及び｢健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬

決定通知書｣を見ると、当該同僚について、厚生年金保険被保険者資格をオン

ライン記録どおりの 37 年５月９日付けで一旦喪失させるとともに、39 年 12

月１日付けで再取得させたことが確認できる。 

一方、Ｂ社の現在の総務担当者は、｢私が社会保険事務を担当する以前、何

らかの事情により、一部の在職者について厚生年金保険被保険者資格を一旦喪

失させ、１年から２年後に再取得させることがあったと先輩から聞いたことが

あることから、当社がオンライン記録どおりの届出を行ったことを否定できな

いが、その場合、資格を喪失させていた期間の給与から厚生年金保険料を控除

することはなかったように思う。｣旨を陳述している。 

また、上記被保険者名簿から申立期間当時の同僚を抽出して調査したものの、

申立人の申立期間における厚生年金保険への加入及び保険料の控除等につい

ての具体的な陳述は得られず、確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除をうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年 12月１日から９年１月１日まで 

私は、平成８年 12 月に「Ａ社」から関連会社の「Ｂ社」に異動したが、

厚生年金保険の被保険者記録が１か月間空白となっている。申立期間もど

ちらかで給与は受け取っており社会保険料も控除されていたと思うので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

「Ｂ社」の元事業主及び同僚の陳述並びに、雇用保険の記録から、申立人は、

申立期間において同社で勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、「Ｂ社」が厚生年金保険の適用事業所となった日は、平成９

年１月１日であり、申立期間は同社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期

間に当たる。 

また、申立人と同時期に「Ａ社」から「Ｂ社」へ異動した同僚が保管する異

動先の「Ｂ社」が平成８年 12 月末時点で発行した「平成８年分給与所得の源

泉徴収票」によると、同社が適用事業所となる前の同年 12月の社会保険料(当

月控除)は控除されていないことが確認できる。 

一方、上記「Ｂ社」の元事業主は、「申立期間を含む平成９年３月分までの

給与支払事務及び社会保険事務は、共同で経営していた『Ａ社』で行っていた

ため、当時の資料は保管していない。」旨の陳述が得られた。 

そこで、「Ａ社」の元事業主に対して、複数回にわたり文書照会を行ったも

のの、同社は平成 13 年に適用事業所ではなくなっている上、回答が得られな

かったため、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認す

ることができなかった。 

また、申立人と同時期に「Ａ社」から「Ｂ社」へ異動した複数の同僚も申立



人と同様に、厚生年金保険被保険者記録に１か月の空白期間が生じているとこ

ろ、当該複数の同僚に事情照会を行ったものの、回答が得られた同僚からは、

申立期間における厚生年金保険料の控除について具体的な陳述を得ることは

できず、確認することができなかった。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は確認できなかった。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月１日から同年８月１日まで 

私は、知人の紹介でＡ社に昭和 50 年４月１日から同年７月 31 日まで勤

務していたが、申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。 

Ａ社は、Ｂ社の関連会社であり、全ての従業員が厚生年金保険に加入し

ているはずなので、調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年６月 21

日以降の期間においてＡ社で勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の関連資料は廃棄済みである。」と回答して

いることから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況につ

いて確認することができず、同社に係る事業所別健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から申立期間に被保険者資格を有し、連絡先が判明した 35 人に文書照

会を行ったものの、回答のあった 27人全員（このうち 16人が、申立人が勤務

を主張する店で勤務）が申立人を記憶していなかった。 

また、申立人が、自身よりも前からＡ社で勤務し、同社での勤務を紹介して

もらった知人として名字を記憶する同僚は、上記の被保険者名簿において該当

する記録が見当たらない上、申立人は、「私は、正社員として入社したはずで

ある。当時アルバイト等の従業員はいなかった。」と陳述しているところ、上

記の文書照会に回答のあった複数の者が、「当時、アルバイトの従業員がいた。」

と陳述していることを踏まえると、申立人は、申立期間において厚生年金保険

に加入する雇用形態ではなかったことがうかがえる。 

さらに、上記の被保険者名簿には、申立期間における健康保険整理番号に欠



番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34年１月から同年 12月まで 

         ② 昭和 39年４月 25日から同年７月９日まで 

私は、昭和 34 年１月から同年 12 月までＡ社に勤務していたが、当該期

間について厚生年金保険の加入記録が無い。 

Ａ社に勤務していたことを証明する従業員証があるので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい（申立期間①）。 

また、私は、Ｂ社に昭和 39 年７月８日まで勤務したが、同年４月 25 日

から同年７月９日までの期間について厚生年金保険の加入記録が無い。 

納得できないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい（申立期間②）。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が所持する従業員証から、期間の特定はできな

いものの、申立人が申立期間にＡ社で勤務していたことが推定できる。 

しかし、Ａ社は既に解散し、申立期間当時の事業主及び事務担当者も死亡し

ていることから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況に

ついて確認することができない上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿から申立期間に被保険者資格を有し、連絡先が判明した 11 人を抽出して

文書照会を行ったが、回答のあった９人全員が申立人を記憶していなかった。 

また、上記回答者の一人は、「私の夫は、Ａ社に勤務してから数か月経過し

てから同社で厚生年金保険に加入した。」旨陳述していることに加えて、同回

答者が、Ａ社に勤務していたときの同僚として記憶している従業員は、上記被

保険者名簿に氏名が見当たらないことから、同社は、申立期間当時、必ずしも

全ての従業員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 



さらに、上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整理番号に欠番

が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間のうち昭和 34 年６月

22 日以降の期間においては、別の事業所で厚生年金保険被保険者の資格を取

得していることが確認できる。 

申立期間②について、申立人は、昭和 39年４月 25日から同年７月８日まで

の期間もＢ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社から提出された申立人に係る労働者名簿及び失業保険被保険者

資格喪失確認通知書を見ると、申立人が同社を昭和 39年４月 25日に退職して

いることが確認できる。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間に被保険

者資格を有し、連絡先が判明した同僚 10 人に文書照会を行ったところ、８人

から回答があったが、申立人の申立期間における同社での勤務実態についての

陳述を得ることはできなかった。 

なお、上記の文書照会で回答のあった複数の同僚が、「申立人は、Ｂ社から

同社の事業主が経営していたＣ社に、間を空けずに移籍した。」旨陳述してい

ることから、申立人は、申立期間においてＣ社に勤務していたものと推定でき

るところ、オンライン記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立人が同社において厚生年金保険の被保険者資格を取得した日と同

じ昭和 39 年７月９日であり、同社は、同日前の期間は適用事業所とはなって

いない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9539 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住        所 ：  

               

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年４月頃から 26年９月１日まで 

私は、昭和 25 年４月頃から 26 年８月末日まで、Ａ社で正社員として勤

務していたが、当該期間については厚生年金保険の加入記録が無い。同社

に勤務していたことに間違いはないので、申立期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、昭和 25年４月頃から 26年８月末日までＡ社に勤務していたと申

し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所では

ない。 

また、商業登記の記録から把握できるＡ社の代表取締役及び取締役に文書照

会を行ったが、回答が得られず、申立人は同僚の氏名を記憶していないことか

ら、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況について確認す

ることができない。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録は確認で

きなかった。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年７月３日から 38年 10月 17日まで 

昭和31年から38年にかけて勤務したＡ社における厚生年金保険の加入記

録を社会保険事務所（当時）に照会したところ、当該期間については脱退手

当金が支給されているとの回答を受けた。 

申立期間当時、脱退手当金という制度そのものを知らなかったので、脱退

手当金は請求も受給もしていないので、調査の上、厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保

険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 39 年１月８日に支給決定されている

ことが確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記

載されているページを含む計 37 ページに記載されている女性のうち、申立人

と同時期(おおむね２年以内)に受給要件を満たし資格を喪失した 107 人につ

いて、脱退手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 61 人に支給記

録が確認でき、うち 50人が資格喪失日から６か月以内に支給決定されており、

支給決定日が同一日となっている受給者が散見される上、同社において申立期

間当時に総務事務を担当していたとする者が、「当時、女性従業員が退職する

際には脱退手当金制度についての説明を行い、希望者には裁定請求書の必要記

載欄に退職後の住所等を記入させ、会社から同請求書を社会保険事務所に提出

していた。会社で代理請求はしていたが、代理受領はしていなかったので、脱



退手当金は裁定請求書記載の住所に通知が行われたはずである。」旨回答して

いることを踏まえると、申立人についても事業主による代理請求がなされた可

能性が高いものと考えられる。 

さらに、Ａ社に係る前述の被保険者名簿を見ると、申立人に脱退手当金を支

給したことを意味する「脱」の表示が記されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月から８年４月１日まで 

私は、平成６年３月から８年８月まで、Ａ社に勤務したが、厚生年金保

険の加入記録が４か月間しかない。納得がいかないので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間にＡ社で

勤務していたことが推定できる。 

しかし、Ａ社は、「申立人の申立期間における人事・給与関係資料は残って

いないが、従業員にはアルバイトが多かったので、申立人もアルバイトとして

採用した可能性が高いと考えられる。アルバイトは、人の入れ替わりが激しく、

原則として入社後すぐには社会保険に加入させず、勤務状況を見てから、アル

バイトの身分のまま加入させる場合もあれば、準社員に昇格させて加入させる

こともあった。」旨回答しており、同社に係るオンライン記録において申立人

と同じ平成８年４月１日に被保険者の資格を取得した同僚 39 人を抽出して文

書照会を行ったところ、回答が得られた 15 人のうち４人が、「入社日から１

年以上経過してから厚生年金保険に加入した。」旨陳述している。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険の加入記録は、雇用保険の加入記

録と一致しており、上記同僚照会を行った者の中から抽出した同僚３人につい

ても両保険の加入記録が一致することから、同社は、従業員を厚生年金保険と

雇用保険に同時に加入させていたことがうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年から 42年４月までの期間で特定できず 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、「Ａ社」での被保険者期間が１か月間確認できた。詳しいことは覚えて

いないものの、数か月は勤務していたはずである。また、勤務時期、勤務期

間及び勤務した事業所の順番等については覚えていないが、ほかに「Ｂ社」、

「Ｃ社」、「Ｄ社」、「Ｅ社」及び「Ｆ社」に勤務していた。 

当該６つの事業所で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、「Ｂ社」について、同社は、申立人が申立期間（昭和 37

年以降）と主張する前の昭和 35 年８月１日には厚生年金保険の適用事業所で

なくなっている上、同社において被保険者となっていた６人のうち１人は 34

年 10月１日、ほかの１人は同年 12月１日、残り４人は適用事業所でなくなっ

た日（昭和 35 年８月１日）にいずれも被保険者資格を喪失しているのが確認

できる。 

また、申立人は、Ｂ社の事業主は申立人の母親であり、申立人の長兄、次兄、

次兄の妻及び姉が勤務していたと陳述していることから、同社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の次兄及び次兄の妻の被保険者記

録は確認できるものの、申立人の長兄及び姉には被保険者記録が確認できない。 

さらに、申立人は、Ｂ社の従業員にも申立期間に厚生年金保険被保険者期間

があるはずと陳述しているところ、同社が適用事業所でなくなった日まで被保

険者であった４人の従業員には、その日以降、厚生年金保険被保険者期間は確

認できない。 



加えて、申立人は、申立期間当時申立人の母親から給料をもらっていたこと

以外、勤務時期、勤務期間及び厚生年金保険料控除などについては覚えていな

いとしているところ、申立人の母親は昭和 57 年に亡くなっているため、当時

の事情を明らかとすることができない。 

また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索

を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人のＢ社における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間のうち、「Ｃ社」について、申立人は、同社の事業主は申立人の次

兄であるとしていることから、同社に係る商業登記簿謄本を見ると、申立人の

次兄が事業主及び申立人の長兄が取締役となっていることが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

た記録は確認できず、ほかに該当すると思われる類似の事業所名称も見当たら

ない。 

また、申立人は、Ｃ社について申立人の次兄が事業主であり、申立期間当時

の給与は申立人の母親からもらっていたこと以外、勤務時期、勤務期間及び厚

生年金保険料控除などについては覚えていないとしている。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人のＣ社における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間のうち、「Ｄ社」について、オンライン記録によると、同社が厚生

年金保険の適用事業所となった記録は確認できず、ほかに該当すると思われる

類似の事業所名称も見当たらない。 

また、申立人は、Ｄ社について申立人の長兄が事業主であり、申立期間当時

の給与は申立人の母親からもらっていたこと以外、勤務時期、勤務期間及び厚

生年金保険料控除などについては覚えていないとしている。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人のＤ社における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間のうち、「Ａ社」について、申立人は、「Ａ社において、Ｇ業務等を

担当し、１か月間だけではなく、数か月間は勤務していた。」と陳述している

ところ、同社に係る事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の同社における加入記録は昭和 40年６月 11日から同年６月 26日までと

なっており、当該加入記録は、雇用保険の加入記録とも符合する。 

また、申立人は、申立期間の給料はＡ社からではなく、申立人の母親からも

らっていたこと以外、勤務時期、勤務期間及び厚生年金保険料控除などについ



ては覚えていないとしている。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険料の控除をうかが

わせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間のうち、「Ｅ社」について、同社は、昭和 42年２月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、同日以前は適用事業所ではない期間に当たる。 

また、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所になった日以降の同社に係る事業所

別健康保険厚生年金保険被保険者名簿において健康保険整理番号に欠番は無

く、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

さらに、申立人は、申立期間の給料はＥ社からではなく、申立人の母親から

もらっていたこと以外、勤務時期、勤務期間及び厚生年金保険料控除などにつ

いては覚えていないとしている。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人のＥ社における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間のうち、「Ｆ社」について、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記載内容に不自然な点も

うかがえない。 

また、申立人は、申立期間の給料はＦ社からではなく、申立人の母親からも

らっていたこと以外、勤務時期、勤務期間及び厚生年金保険料控除などについ

ては覚えていないとしている。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人のＦ社における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 9543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年 12月 11日から 34年６月５日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間に係る脱退手当金が

支給済みとなっている。 

しかし、私は、脱退手当金を請求しておらず、受給していないので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していないと

している。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、健康保険

の整理番号１番から 384番までの被保険者のうち、申立人と同一時期（おおむ

ね２年以内）に受給要件を満たして資格を喪失した女性 17人（申立人を含む）

について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は 13 人であり、

うち 12 人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されていることが確認できる

上、受給記録がある同僚は、「Ａ社の労務担当者から脱退手当金の説明を聞い

て、代理請求してもらった。」旨陳述しており、当時は、通算年金制度創設前

であったことを踏まえると、申立人についても、その委任に基づき事業主によ

る代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、Ａ社で

の申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和 34年 11

月 21 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9544 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年４月８日から同年６月６日まで 

             ② 昭和 61年２月１日から同年４月１日まで 

私の夫は、昭和 24年４月８日から 61年３月 31日までＡ社に継続して勤

務していたが、年金事務所の記録では、申立期間①及び②が厚生年金保険の

未加入期間とされているので、当該期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の記録訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険加入記録及びＡ社の回答から、申立人は、当

該期間において同社に在籍していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は、「当社保管の人事台帳には、申立人が昭和 24年４月６日に

臨時社員として入社し、同年６月６日に正社員となった旨記載されている。臨

時社員の期間は試用期間のため、厚生年金保険に加入していなかったと思われ

る。」旨回答しているところ、同社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿から、申立期間に被保険者資格を取得したことが確認できる同僚３人は、

「Ａ社では、２か月間の試用期間があった。私の厚生年金保険の被保険者資格

の取得日は、入社日から約２か月後となっており、入社してから２か月後に健

康保険被保険者証をもらった記憶がある。」旨陳述している。 

また、Ａ社Ｂ支店において、申立期間当時に給与計算を担当していたとする

同僚は、「試用期間経過後に厚生年金保険料を控除していたと思う。」旨陳述し

ている上、先述の同僚の一人は、「厚生年金保険に加入していない期間の給与

から保険料が控除されるようなことはなかったと思う。」旨陳述している。 



申立期間②について、Ａ社は、「当社保管の人事台帳には、申立人が昭和 61

年１月 31 日に当社を退職した旨記載されており、申立人は、当該申立期間に

おいて当社に在籍していない。申立人の押印がある同日付けの退職願も残存し

ている。」旨陳述している。 

また、Ａ社Ｃ部門に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人の

被保険者資格の喪失日と同日の昭和 61 年２月１日に資格を喪失したことが確

認できる同僚は、「Ａ社Ｃ部門 昭和 61 年１月 31 日」と記載された集合写真

を提出しており、「当該写真は、Ａ社を昭和 61 年１月 31 日に退職した同僚と

共に撮影した退職者記念写真であり、私と申立人が一緒に写っていることが確

認できるので、申立人が同年１月 31 日に同社を退職したことは間違いないと

思う。」旨陳述している。 

さらに、雇用保険加入記録から、Ａ社における申立人の離職日は、昭和 61

年１月 31 日であり、厚生年金保険の被保険者資格の喪失日と整合しているこ

とが確認できる上、同社を離職後、申立人に求職者給付が支給されていること

が確認できる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年３月 20日から 58年４月１日まで 

             ② 昭和 59年９月 26日から同年 11月１日まで 

             ③ 平成２年 12月 28日から３年４月１日まで 

             ④ 平成３年４月１日から５年５月 10日まで 

             ⑤ 平成 12年８月１日から同年 10月 21日まで 

             ⑥ 平成 13年４月 15日から 16年９月１日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務した期間の一部（申立期間①及

び②）、Ｂ社に勤務した期間の一部(申立期間③)、Ｃ社に勤務した期間の一

部(申立期間④)、Ｄ社に勤務した期間の一部(申立期間⑤)及びＥ社に勤務し

た期間の一部（申立期間⑥）が厚生年金保険の未加入期間となっている。 

しかし、私は、昭和 57 年３月 20 日にＡ社に就職してから現在に至るま

での期間において、59 年 11 月及び同年 12 月を除き、厚生年金保険又は国

民年金に空白期間無く加入しているはずなので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立人の被保険者資格の取得日と同日の昭和 58 年４月１日に被保険者資格を

取得したことが確認できる同僚５人のうち、回答が得られた３人は、「私は、

Ａ社に申立人と同期入社した。」旨回答している上、うち１人の同僚は、「私は、

昭和 58 年４月１日にＡ社に入社し、入社日と同日に厚生年金保険の被保険者

資格を取得した。同社には、自身及び申立人以外に４人の同僚が同期入社し

た。」旨回答しているところ、当該同僚が名前をあげた４人は、同年４月１日

の被保険者資格の取得者と符合している。 



また、雇用保険の加入記録及びＡ社が加入していたＦ健康保険組合提出の被

保険者台帳から、申立人の同社での雇用保険資格の取得日及び同健康保険組合

での被保険者資格の取得日は、厚生年金保険被保険者資格の取得日と同日の昭

和 58年４月１日であることが確認できる。 

さらに、Ａ社は、平成７年６月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、申立期間当時の事業主は、「Ａ社は既に閉鎖し、当時の資料等は

廃棄済みであるが、従業員の入社及び退職の都度、厚生年金保険被保険者資格

の取得及び喪失の届出を行っていた。」旨陳述している。 

申立期間②について、Ｆ健康保険組合提出の被保険者台帳から、申立人の同

健康保険組合での被保険者資格の喪失日は、厚生年金保険被保険者資格の喪失

日と同日の昭和 59年９月 26日であることが確認できる。 

また、雇用保険加入記録から、Ａ社における申立人の雇用保険の離職日は昭

和 59年９月 25日であり、厚生年金保険被保険者資格の喪失日と整合（厚生年

金保険被保険者資格の喪失日は、雇用保険の離職日の翌日）していることが確

認できる上、申立人の雇用保険受給資格者証から、同年９月 25 日に同社を離

職後、同年 10 月３日に公共職業安定所に対する求職の申込みが行われ、申立

期間を含む 60年１月 30日までの期間は、求職者給付を受給する前の待期及び

給付制限の期間であることが確認できる。 

申立期間③について、Ｂ社が加入していたＧ厚生年金基金提出の厚生年金基

金加入員台帳から、同基金での申立人の被保険者資格の喪失日は、厚生年金保

険被保険者資格の喪失日と同日の平成２年12月28日であることが確認できる。 

また、雇用保険の加入記録から、Ｂ社での申立人の雇用保険の離職日は平成

２年 12月 27日であり、厚生年金保険被保険者資格の喪失日と整合（厚生年金

保険被保険者資格の喪失日は、雇用保険の離職日の翌日）していることが確認

できる上、申立人の雇用保険受給資格者証から、同年 12月 27日に同社を離職

後、３年１月 11 日に公共職業安定所に対する求職の申込みが行われ、申立期

間を含む同年４月 17 日までの期間は、求職者給付を受給する前の待期及び給

付制限の期間であることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、平成 10年５月 16日に適用事業所ではなくなっており、申

立期間当時の事業主は既に死亡しているため、申立期間における申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除の状況等を確認できない。 

申立期間④について、申立人は、Ｃ社に勤務していたと申し立てているが、

申立人の雇用保険受給資格者証から、申立期間のうち、平成３年４月１日から

同年４月 17 日までの期間は、申立人が前職のＢ社を離職後、求職者給付を受

給する前の給付制限期間となっていること、及び給付制限期間経過後の同年４

月 26日から同年５月 13日までの期間は、求職者給付受給期間であることが確

認できる。 

また、雇用保険の加入記録から、申立人は、平成３年５月 14 日に申立てと



は別の事業所において被保険者資格を取得したことが確認できる上、申立人の

雇用保険受給資格者証から、同年 11月 29日に当該事業所を離職後、申立期間

中の４年１月 28 日に公共職業安定所に対する求職の申込みが行われ、同年５

月８日までの期間は、求職者給付を受給する前の待期及び給付制限の期間とな

っていること、及び給付制限期間後の同年５月９日から同年８月６日までの期

間は、求職者給付受給期間であることが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録から、Ｃ社での申立人の被保険者資格の取得日

及び離職日は、厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日と整合（厚生年

金保険被保険者資格の喪失日は、雇用保険の離職日の翌日）していることが確

認できる。 

加えて、Ｃ社は、平成 11 年 11 月１日に適用事業所ではなくなっている上、

22 年９月 30 日に解散しており、解散当時の取締役は、「申立期間当時の資料

等は廃棄済みであり、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料

の控除の状況等は不明である。」旨陳述している。 

申立期間⑤について、雇用保険の加入記録及びＤ社の清算業務を担当するＨ

社提出の「残業休暇等報告書」から、申立人は、平成 12 年８月 21 日から 13

年３月 31日までＤ社に在籍していたことが認められる。 

しかし、Ｈ社が提出したＤ社の申立人に係る給与支給明細書（控）から、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確

認できる。 

また、Ｈ社は、「Ｄ社での申立人の当初の雇用形態は、厚生年金保険の適用

が除外される２か月以内の有期契約であったが、その後、引き続き所定の期間

を超えて使用されるに至ったため、厚生年金保険被保険者資格の取得手続を行

ったものと考えられる。」旨回答しており、Ｈ社提出の平成 12年 10月 26日付

けの社会保険事務所長（当時）の確認印が押された「厚生年金保険被保険者資

格取得確認及び標準報酬決定通知書」から、Ｄ社は、申立人に係る厚生年金保

険被保険者資格の取得日をオンライン記録どおりの同年10月21日とする届出

を行ったことが確認できる。 

申立期間⑥について、申立人は、平成 13年４月 15日から 20年８月 31日ま

でＥ社に在籍していたと申し立てているところ、同社及び同社グループ会社で

あるＩ社提出の出勤簿一覧から、申立人は、13年４月 26日から同年 12月 31

日までの期間においてＩ社に、14 年１月１日から 20 年８月 31 日までの期間

においてＥ社に在籍していたことが認められる。 

しかし、Ｉ社及びＥ社が提出した申立人に係る賃金台帳から、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

また、Ｉ社に係るオンライン記録では、申立人の同社在籍期間における健康

保険整理番号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、当該記

録に不自然さは見られない。 



さらに、Ｅ社が提出した平成 16年９月 22日付けの社会保険事務所の確認印

が押された「厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」か

ら、同社は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日をオンライン記録ど

おりの同年９月１日とする届出を行ったことが確認できる上、同社が加入する

Ｊ健康保険組合の確認印が押された「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定

通知書」から、同健康保険組合での申立人の被保険者資格の取得年月日も、厚

生年金保険被保険者資格の取得日と同日の同年９月１日であることが確認で

きる。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9546 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年 12月１日から 11年 10月１日まで 

             ② 平成 12年１月１日から 16年６月１日まで 

     厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よりも低く記録

されているとの回答を受けた。同社で勤務した期間は 48 万円の給与を支給

されていたので、申立期間について、本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実

際の給与支給額と異なっていると申し立てている。 

しかし、Ａ社は、平成 17年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、元事業主は、｢申立期間当時の資料は無く、申立人の申立期間における保

険料控除の状況は不明であるが、当社が平成 17 年に倒産する前の数年間は、

業績悪化のため、従業員の給与を減額して支給していた。｣と陳述している。 

また、給与事務担当部長を含め、当時、Ｂ職であったとする複数の元従業

員は、「申立人が主張する標準報酬月額は、Ｂ職と同等の額であり、申立人の

給与額は、これよりも低かった。」と陳述している。 

さらに、申立期間当時の社会保険事務担当部長は、｢社会保険事務所（当時）

への標準報酬月額に係る届出は適正に行っており、届け出たとおりの標準報酬

月額に基づいて保険料控除を行っていた。｣と陳述しているところ、Ａ社の元

従業員７人から提出された申立期間の給与明細書を見ると、いずれも、給与支

給額に相当する標準報酬月額及び保険料控除額に相当する標準報酬月額は、オ

ンライン記録と一致している。 

加えて、申立期間当時の給与事務担当者は、｢平成 11 年 10 月に 50 歳以上



の従業員の給与が 10万円程度減額された。｣と陳述しているところ、オンライ

ン記録において、給与削減が行われた時期から３か月経過した平成 12 年１月

に、16 人の被保険者の標準報酬月額が２等級以上、引き下げられていること

が確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額（48 万

円）に相当する厚生年金保険料を事業主により給料から控除されていたことを

確認できる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給料から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 9547 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から 11年８月１日まで              

  厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額よりも低く記録され

ているとの回答を受けた。申立期間当時、私は、同社の代表取締役であった

が、主にＢ業務担当であったため、厚生年金保険に係る手続には関与してい

ないので、申立期間について、本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人の申立期間の標準報酬月額については、当初

59 万円と記録されていたところ、平成 11 年１月 22 日付けで、７年７月１日

に遡って９万 8,000円に訂正されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿及び申立人の陳述等から、申立期間当時、申

立人は同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「法人の代表印は自身で管理しており、私の不在時には、

経理部長等に預けていた。」と陳述しているところ、元経理事務担当者も、「法

人の代表印は、申立人が管理していた。」と陳述している。 

さらに、Ｃ年金事務所提出のＡ社に係る滞納処分票を見ると、同社は、平成

９年 12月以降の保険料を滞納していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、会社の業務を執行する責任を負う代表取締役として自らの標準報酬月

額に係る記録訂正処理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間に

おける標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 9548 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年２月 23日から同年５月１日まで 

   船員保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した期間

のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 18

年２月から 24年 12月まで船員として勤務しており、当時、乗っていたＢ船

が沈没し、救助されたが、申立期間も同社で継続して勤務していたので、当

該期間について、船員保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社で勤務し、船員保険に加入していたと申し立てて

いる。 

しかし、Ａ社の事業を承継するＥ社は、申立人の人事記録及び申立期間当時

の船員保険被保険者票（事業所作成）を保管していないため、同社から、申立

人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

また、申立人は、「当時、乗っていたＢ船は、沈没し、救助されてＣ国に入

港した。」旨陳述しているところ、複数のＢ船に関する資料において、同船舶

が昭和 19 年２月＊日に沈没したことが記録されており、当該資料のうち、同

船舶の元乗組員が記した乗船記録を見ると、同船舶の乗組員が同年４月上旬に

Ｃ国を出港し帰国した旨が記載されていることから、同船舶の乗組員は、同船

舶が沈没した同年２月＊日から日本に帰国した同年４月までの期間、船員保険

が適用される船舶内で使用されていなかったと考えられる。 

さらに、船員保険法において、昭和 20年３月 31日までは、船員保険が適用

される船舶内で使用されていない船員については、船員保険の被保険者の対象

とはならない旨が規定されていたことから、申立期間当時、事業主は、昭和

19年２月 23日付けで申立人の資格喪失手続を行ったことがうかがえる。 



加えて、申立人が名字のみを記憶する同僚４人のうち、Ｂ船に係る船員保険

被保険者名簿に氏名が記載されている２人（いずれも所在不明）及び上記の乗

船記録を記した元乗組員（所在不明）は、いずれも、申立人と同日の昭和 19

年２月 23 日に資格を喪失していることが各人の船員保険被保険者台帳（旧台

帳）により確認できる。 

なお、申立人は、申立期間に厚生年金保険に加入していた可能性があると陳

述しているが、Ａ社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、

同社Ｄ支店が厚生年金保険の適用事業所となった日は記載されていないもの

の、同名簿に氏名が記載されている被保険者のうち、オンライン記録において

資格取得日が確認できる者は、いずれも昭和 19 年６月１日以降に資格を取得

していることから、同社Ｄ支店が厚生年金保険の適用事業所となったのは、同

年６月１日であり、申立期間は適用事業所ではなかったと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 


